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第５章 目標達成に向けた施策  

活性化再生法第５条第４項の趣旨を踏まえ、事業別に以下のとおり目標を定める。 

現行の被災地特例制度は令和７年事業年度（令和６年１０月１日～令和７年９月３０日）ま

での措置であり、現時点では令和８年事業年度（令和７年１０月１日～令和８年９月３０日）

以降の措置は不透明であることから、目標値の設定は令和７年事業年度までとする。 

令和８年事業年度以降の目標値については、今後の利用状況を見ながら、中間見直し

の際に関係者で協議を行い設定するものとする。 

 

 目標 1「1 日当たりの利用者数」 

広域路線バスの 1日当たりの利用者数を目標値とする。 

 

＜目標値設定の考え方＞ 

被災地特例制度以外の国の支援制度である地域間幹線系統補助（通常補助）では、「1

日当たりの輸送量」が１５人以上１５０人未満であることが補助要件となっている。 

本計画では、分かりやすい数値である「1日当たりの利用者数」を目標値とする。 

輸送量と利用者数の違いは以下のとおり。 

一般的に輸送量は利用者数を下回る。 

・輸送量：バス路線の乗車密度（人）×運行回数（回） 

乗車密度とは、バスに乗っている乗客数の全線（始発から終点まで）の平均。 

・利用者数：バス路線の乗客数（延べ人数） 

目標値について、具体的には、新型コロナウイルス感染症の流行前である令和元年事業

年度（平成３０年１０月１日～令和元年９月３０日）の実績値を基準値とする。 

令和元年事業年度に運行していないバス路線については、直近の令和４年事業年度の

実績値を基準値とする。 

令和元～４年事業年度にかけて、利用者数が倍増している路線もあることを参考に、令

和７年事業年度の目標値を基準値の２倍程度とする。 

令和８年事業年度以降の目標値については、復興途上の状況にあり、実績値が依然とし

て低調な路線が多いことから、令和７年事業年度の目標値を据え置いて設定する。 

1 便当たり 1～２名以上乗車することは不可欠であるとの考えに基づき、目標値の上方

修正を行う場合もある。 

 

 目標２「事業収支」 

事業収支は広域バス路線の経常費用に対する経常収益の割合（経常収益／経常費用）

のことであり、事業収支の上昇を目指す。（１００％を下回る路線は赤字路線） 
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施策１ 広域路線バスの運行 

事業１－１ 川内～富岡系統 

 

 関連主体 

新常磐交通株式会社、国、県、富岡町、川内村 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 新常磐交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 小型バス（定員３４名） 

起点 川内車庫前 

主な経由点 
川内村役場、複合施設ゆふね、夜ノ森駅西口、とみおかアーカイブ・ 

ミュージアム、富岡町役場、さくらモール・診療所前 

終点 富岡駅前 

停留所数 ３３箇所 

運行距離 ２９．３ｋｍ 

所要時間 川内車庫前～富岡駅前 ５５分 

運行回数 平日３往復 

運賃 

＜対キロ区間制運賃＞ 

川内車庫前～富岡駅前           ９５０円 

川内車庫前～さくらモール～診療所前  ９５０円 

ゆふね～富岡駅前              ８３０円 
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 運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 💻産業団地 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 富岡駅前 

富岡町 

🚋ＪＲ富岡駅 

02 曲田住宅 🏠曲田住宅 

03 さくらモール・診療所前 👜さくらモールとみおか 

🏥富岡町立とみおか診療所 

04 警察署前 🏢双葉警察署 

05 今村病院 🏢東京電力廃炉資料館 

06 富岡町役場 🏢富岡町役場 

🏥ふたば医療センター附属病院 

07 富岡町文化交流センター 🏢富岡町文化交流センター（学びの森） 

🏢富岡町総合スポーツセンター 

08 とみおかアーカイブ 🏢とみおかアーカイブ・ミュージアム 

09 二小前  

10 二中前  

11 夜ノ森駅西口 🚋ＪＲ夜ノ森駅 

12 夜の森入口  

13 下町  

14 寺角  

15 上千里  

16 仲町  

17 上手岡  

18 境川  

● 
● 

● 

● 

● 

● 
● 

川内村役場 
ゆふね 

富岡町役場 

さくらモール 

夜ノ森駅西口

口 

川内車庫前 
富岡町 

楢葉町 

大熊町 

川内村 

田村市 

富岡駅前 
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バス停名称 市町村 主な周辺施設 

19 五枚沢 

川内村 

 

20 毛戸入口  

21 新鍋倉  

22 熊越  

23 ゆふね 🏢複合施設ゆふね 

🏥川内村国民健康保険診療所 

💻田ノ入工業団地 

24 坂シ内  

25 下川内  

26 すわの杜公園  

27 宮の坂 👜商業施設 YO-TASHI 

28 宮ノ下  

29 川内中前 🏢川内村室内型村民プール 

30 役場・かわうちの湯前 🏢川内村役場 

🏢かわうちの湯 

31 川内農協  

32 町分  

33 川内車庫前  

 

 

 
 

JR富岡駅 
【出典】ユキサキ NAVI 

商業施設 YO-TASHI 
【出典】川内村 

 

 

  
かわうちの湯 
【出典】川内村 

さくらモールとみおか 
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 現状・課題 

東日本大震災・原発事故以降、長らく運休していた川内村と富岡町を結ぶバス路線につ

いて、平成３０年４月から運行を再開。ＪＲ東日本鉄道路線（常磐線）から川内村を結ぶ唯

一の二次交通であるとともに、川内村の住民が富岡町内の医療機関や商業施設、さらには

相双地域の高等学校にアクセスするための重要な公共交通となっている。 

１日当たりの利用者数は、令和元年事業年度２．３人、令和２年事業年度２．１人、令和３

年事業年度１．４人、令和４年事業年度１．８人と低調で推移しており、輸送密度も０．２人と

低調である。 

その要因として、震災以降、川内村から富岡町方面への人流が、いわき市や田村市方面

に転換したこと、午前中の通学時間帯以外の便がないこと、川内村社会福祉協議会による

高齢者を対象とした村外の医療機関や商業施設への無料送迎サービスとの競合などが挙

げられる。 

少数ながら、ふたば未来学園への通学利用、さくらモールとみおかへの買い物利用があ

り、川内村社会福祉協議会が取り組む無料送迎サービスは６５歳以上高齢者に限定してい

ることから、利用者のニーズに見合った運行となるよう、ダイヤの改善を図っていく必要が

ある。 

 

 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 

川内村内の移動需要に対応すべく、新たに川内村複合商業施設Ｙ

Ｏ－ＴＡＳＨＩ前にバス停を設置する。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

午前中の通学以外の需要に対応すべく、新たに川内車庫前７～８

時台始発のバスを増便する。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
２．３人 － ３．９％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
１．８人 １．８人 ５．７％ ５．７％ 

令和５年事業年度 ５．０人以上 ２．５人 上昇を目指す ７．４％ 

令和６年事業年度 ７．５人以上 ２．３人 上昇を目指す ５．１％ 

令和７年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社通

念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、方

針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 

  

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 
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【平日】富岡駅⇒ゆふね⇒川内車庫 【平日】川内車庫⇒ゆふね⇒富岡駅

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

富岡駅前 13:30 5:30 17:35 川内車庫前 6:30 15:00 18:35

曲田住宅 13:31 5:31 17:36 町分 6:30 15:00 18:35

さくらモール・診療所前 13:31 5:31 17:36 川内農協 6:30 15:00 18:35

警察署前 13:32 5:32 17:37 役場・かわうちの湯前 6:32 15:02 18:37

今村病院 13:33 5:33 17:38 川内中前 6:33 15:03 18:38

とみおかアーカイブ・ミュージアム 13:34 5:34 17:39 宮ノ下 6:34 15:04 18:39

富岡町文化交流センター 13:34 5:34 17:39 宮の坂 6:35 15:05 18:40

富岡町役場 13:35 5:35 17:40 すわの杜公園 6:36 15:06 18:41

二小前 13:38 5:38 17:43 下川内 6:36 15:06 18:41

二中前 13:39 5:39 17:44 坂シ内 6:37 15:07 18:42

夜ノ森駅西口 13:42 5:42 17:47 ゆふね 6:38 15:08 18:43

夜の森入口 13:44 5:44 17:49 熊越 6:39 15:09 18:44

下町 13:45 5:45 17:50 新鍋倉 6:42 15:12 18:47

寺角 13:46 5:46 17:51 毛戸入口 6:44 15:14 18:49

上千里 13:46 5:46 17:51 五枚沢 6:46 15:16 18:51

仲町 13:47 5:47 17:52 境川 6:48 15:18 18:53

上手岡 13:49 5:49 17:54 上手岡 6:58 15:28 19:03

境川 13:57 5:57 18:02 仲町 6:58 15:28 19:03

五枚沢 13:59 5:59 18:04 上千里 6:59 15:29 19:04

毛戸入口 14:01 6:01 18:06 寺角 6:59 15:29 19:04

新鍋倉 14:03 6:03 18:08 下町 7:00 15:30 19:05

熊越 14:07 6:07 18:12 夜の森入口 7:01 15:31 19:06

ゆふね 14:10 6:10 18:15 夜ノ森駅西口 7:03 15:33 19:08

坂シ内 14:10 6:10 18:15 二中前 7:06 15:36 19:11

下川内 14:11 6:11 18:16 二小前 7:07 15:37 19:12

すわの杜公園 14:11 6:11 18:16 とみおかアーカイブ・ミュージアム 7:11 15:41 19:16

宮の坂 14:12 6:12 18:17 富岡町文化交流センター 7:11 15:41 19:16

宮ノ下 14:13 6:13 18:18 富岡町役場 7:12 15:42 19:17

川内中前 14:14 6:14 18:19 今村病院 7:13 15:43 19:18

役場・かわうちの湯前 14:15 6:15 18:20 警察署前 7:14 15:44 19:19

川内農協 14:17 6:17 18:22 さくらモール・診療所前 7:15 15:45 19:20

町分 14:17 6:17 18:22 曲田住宅 7:15 15:45 19:20

川内車庫前 14:25 6:25 18:30 富岡駅前 7:25 15:55 19:30

※全ダイヤ、平日のみ運行

出典：新常磐交通バス時刻表（2022年4月1日）、ジョルダン

 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 
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事業１－２ いわき～富岡系統 

 

 関連主体 

新常磐交通株式会社、国、県、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 新常磐交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 中型バス（定員５７名） 

起点 いわき駅前 

主な経由点 
波立薬師、久之浜駐在所、広野町役場、道の駅ならは、楢葉町役場、 

さくらモール・診療所前 

終点 富岡駅前 

停留所数 １５箇所 

運行距離 ４１．５ｋｍ 

所要時間 いわき駅前～富岡駅前 ７０分 

運行回数 平日４往復 

運賃 いわき駅前～富岡駅前 １，３５０円 
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 運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】国土地理院地図（電子国土Web）を加工して作成 

 
 

 

  

● 
いわき駅前 

● 
国道草野 

● 
神谷住宅口 

● 波立薬師 

久之浜駐在所 ● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

東二丁目 

広野町役場 

富岡駅前 

さくらモール 

楢葉町役場 

道の駅ならは 

いわき市 

楢葉町 

広野町 

川内村 

富岡町 



74 

● 運行系統図（バス停一覧） 
🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏫学校 🏢公共等施設 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 いわき駅前 

いわき市 

🚋ＪＲいわき駅、👜ラトブ 

02 平南町  

03 大町  

04 新川町  

05 正内町  

06 五色町  

07 平大橋  

08 農協前  

09 中島  

10 風内  

11 塩  

12 日東電工  

13 瀬戸入口  

14 平六小入口  

15 神谷住宅口  

16 六十枚入口  

17 八丁樋入口  

18 赤沼入口  

19 新舞子入口  

20 国道草野  

21 原高野  

22 民の町  

23 細谷入口  

24 小橋  

25 下仁井田  

26 仁井田浦口  

27 上仁井田  

28 東一丁目  

29 東二丁目  

30 東四丁目  

31 築港前  

32 波立薬師  

33 久之浜駐在所  

34 広野町役場入口 

広野町 

🏢広野町役場 

🏫福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 

🏠大平未来団地 

👜ひろのてらす 

35 道の駅ならは 楢葉町 👜道の駅ならは 
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36 楢葉町役場 🏢楢葉町役場 

👜ここなら笑店街 

🏥ふたば復興診療所 

37 月の下 

富岡町 

 

38 さくらモール・診療所前 👜さくらモールとみおか 

🏥富岡町立とみおか診療所 

🏢廃炉資料館 

39 曲田住宅 🏠曲田住宅 

40 富岡駅前 🚋ＪＲ富岡駅 

🏠栄町団地 

 

  
JRいわき駅 

【出典】株式会社交建設計 

広野町役場 
【出典】福島県 

  
ふたば未来学園中学校・高等学校 

（広野町） 
【出典】ふたば未来学園中学校・高等学校 

 

道の駅ならは 
【出典】道の駅ならは 

 
 

ここなら笑店街 

（楢葉町） 
【出典】福島県 

JR富岡駅 

（富岡町） 
【出典】ユキサキ NAVI 
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 現状・課題 

主として、いわき市内から広野町方面への移動手段として利用され、ふたば未来学園へ

の通学利用や、「道の駅ならは」温泉施設への移動手段としても利用されている。いわき市

久之浜地区では唯一のバス路線となっている。 

1日当たりの利用者数は、令和元年事業年度１０．１人、令和２年事業年度９．５人、令和3

年事業年度１０．７人、令和４年事業年度１１．９人と低調である。その要因として、運行時帯

の設定がふたば未来学園の通学時間（部活動終了時間）に合っていないことや、ＪＲ東日本

鉄道路線（常磐線）との接続が不便であること、いわき市内の停留所が少ないため沿線の

需要を取り込めていないことなどが挙げられる。 

令和４年度時点の輸送密度も０．２人と低調である。 

利用者のニーズに見合った運行となるよう、バス停の増設やダイヤの改善を図っていく必

要がある。 

 

 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 

ここなら笑店街（楢葉町）や富岡産業団地（富岡町）にバス停を新

設するとともに、広野町役場前のバス停の場所を分かりやすい位置

に移動することで利便性の向上を図る。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

ふたば未来学園への通学利便性の強化を図るため、部活動からの

帰宅時間に合わせ、広野町役場入口１８：１４発よりも遅い時間帯で

の運行を設定する。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
１０．１人 － ３．９％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
１１．９人 １１．９人 ５．７％ ５．７％ 

令和５年事業年度 １５．０人以上 １４．７人 上昇を目指す ７．０％ 

令和６年事業年度 ２０．０人以上 ３４．４人 上昇を目指す ８．１％ 

令和７年事業年度 ３０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 ３０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 ３０．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、 

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 
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● バス運行時刻表（令和６年４月１日現在） 
 

 

【平日】　（急行）いわき ⇒ 富岡駅 【平日】　（急行）富岡駅 ⇒ いわき

停留所名 1 2 3 4 停留所名 1 2 3 4

いわき駅前発 6:50 8:45 11:30 16:35 富岡駅前発 7:40 12:45 16:15 17:50

平南町 6:51 8:46 11:31 16:36 曲田住宅 7:41 12:46 16:16 17:51

大町 6:52 8:47 11:32 16:37 さくらモール・診療所前 7:41 12:46 16:16 17:51

新川町 6:52 8:47 11:32 16:38 月の下 7:42 12:47 16:17 17:52

正内町 6:53 8:48 11:33 16:39 楢葉町役場 7:51 12:56 16:26 18:01

五色町 6:54 8:49 11:34 16:40 道の駅ならは 7:57 13:02 16:32 18:07

平大橋 6:55 8:50 11:35 16:41 広野町役場入口 8:04 13:09 16:39 18:14

農協前 6:56 8:51 11:36 16:42 久之浜駐在所 8:16 13:21 16:51 18:26

中島 6:57 8:52 11:37 16:43 波立薬師 8:20 13:25 16:55 18:30

風内 6:58 8:53 11:38 16:44 築港前 8:23 13:28 17:05 18:40

塩 6:58 8:53 11:38 16:45 東四丁目 8:23 13:28 17:05 18:40

日東電工 6:59 8:54 11:39 16:46 東二丁目 8:24 13:29 17:07 18:42

瀬戸入口 6:59 8:54 11:39 16:46 東一丁目 8:25 13:30 17:08 18:43

平六小入口 7:00 8:55 11:40 16:47 上仁井田 8:25 13:30 17:08 18:43

神谷住宅口 7:01 8:56 11:41 16:48 仁井田浦口 8:26 13:31 17:09 18:44

六十枚入口 7:02 8:57 11:42 16:49 下仁井田 8:27 13:32 17:10 18:45

八丁樋入口 7:03 8:58 11:43 16:50 小橋 8:28 13:33 17:11 18:46

赤沼入口 7:03 8:58 11:43 16:50 細谷入口 8:29 13:34 17:12 18:47

新舞子入口 7:04 8:59 11:44 16:51 民の町 8:30 13:35 17:13 18:48

国道草野 7:05 9:00 11:45 16:52 原高野 8:31 13:36 17:14 18:49

原高野 7:06 9:01 11:46 16:53 国道草野 8:32 13:37 17:15 18:50

民の町 7:07 9:02 11:47 16:54 新舞子入口 8:32 13:37 17:15 18:50

細谷入口 7:08 9:03 11:48 16:55 赤沼入口 8:33 13:38 17:16 18:51

小橋 7:09 9:04 11:49 16:56 八丁樋入口 8:34 13:39 17:17 18:52

下仁井田 7:09 9:04 11:49 16:56 六十枚入口 8:35 13:40 17:18 18:53

仁井田浦口 7:10 9:05 11:50 16:57 神谷住宅口 8:36 13:41 17:19 18:54

上仁井田 7:11 9:06 11:51 16:58 平六小入口 8:37 13:42 17:20 18:55

東一丁目 7:12 9:07 11:52 16:59 瀬戸入口 8:37 13:42 17:20 18:55

東二丁目 7:13 9:08 11:53 17:00 日東電工 8:38 13:43 17:21 18:56

東四丁目 7:14 9:09 11:54 17:01 塩 8:39 13:44 17:22 18:57

築港前 7:14 9:09 11:54 17:01 風内 8:40 13:44 17:23 18:57

波立薬師 7:17 9:12 11:57 17:04 中島 8:41 13:45 17:24 18:58

久之浜駐在所 7:21 9:16 12:01 17:08 農協前 8:42 13:46 17:25 18:59

広野町役場入口 7:43 9:28 12:13 17:20 平大橋 8:44 13:48 17:27 19:01

道の駅ならは 7:50 9:35 12:20 17:27 五色町 8:45 13:49 17:28 19:02

楢葉町役場 7:56 9:41 12:26 17:33 正内町 8:47 13:50 17:30 19:03

月の下 8:05 9:50 12:35 17:42 新川町 8:48 13:50 17:31 19:03

さくらモール・診療所前 8:06 9:51 12:36 17:43 大町 8:49 13:51 17:32 19:04

曲田住宅 8:06 9:51 12:36 17:43 平南町 8:51 13:52 17:34 19:05

富岡駅前 8:20 10:00 12:45 17:50 いわき駅前 9:00 14:00 17:45 19:10
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【土曜・日祝】　（急行）いわき ⇒ 富岡駅 【土曜・日祝】　（急行）富岡駅 ⇒ いわき

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

いわき駅前発 6:50 8:45 11:30 富岡駅前発 12:45 16:15 17:50

平南町 6:51 8:46 11:31 曲田住宅 12:46 16:16 17:51

大町 6:52 8:47 11:32 さくらモール・診療所前 12:46 16:16 17:51

新川町 6:52 8:47 11:32 月の下 12:47 16:17 17:52

正内町 6:53 8:48 11:33 楢葉町役場 12:56 16:26 18:01

五色町 6:54 8:49 11:34 道の駅ならは 13:02 16:32 18:07

平大橋 6:55 8:50 11:35 広野町役場入口 13:09 16:39 18:14

農協前 6:56 8:51 11:36 久之浜駐在所 13:21 16:51 18:26

中島 6:57 8:52 11:37 波立薬師 13:25 16:55 18:30

風内 6:58 8:53 11:38 築港前 13:28 16:58 18:33

塩 6:58 8:53 11:38 東四丁目 13:28 16:58 18:33

日東電工 6:59 8:54 11:39 東二丁目 13:29 16:59 18:34

瀬戸入口 6:59 8:54 11:39 東一丁目 13:30 17:00 18:35

平六小入口 7:00 8:55 11:40 上仁井田 13:30 17:00 18:35

神谷住宅口 7:00 8:55 11:40 仁井田浦口 13:31 17:01 18:36

六十枚入口 7:01 8:56 11:41 下仁井田 13:32 17:02 18:37

八丁樋入口 7:02 8:57 11:42 小橋 13:33 17:03 18:38

赤沼入口 7:02 8:57 11:42 細谷入口 13:34 17:04 18:39

新舞子入口 7:03 8:58 11:43 民の町 13:35 17:05 18:40

国道草野 7:04 8:59 11:44 原高野 13:36 17:06 18:41

原高野 7:05 9:00 11:45 国道草野 13:37 17:07 18:42

民の町 7:06 9:01 11:46 新舞子入口 13:37 17:07 18:42

細谷入口 7:07 9:02 11:47 赤沼入口 13:38 17:08 18:43

小橋 7:08 9:03 11:48 八丁樋入口 13:39 17:09 18:44

下仁井田 7:08 9:03 11:48 六十枚入口 13:40 17:10 18:45

仁井田浦口 7:09 9:04 11:49 神谷住宅口 13:41 17:11 18:46

上仁井田 7:10 9:05 11:50 平六小入口 13:42 17:12 18:47

東一丁目 7:11 9:06 11:51 瀬戸入口 13:42 17:12 18:47

東二丁目 7:12 9:07 11:52 日東電工 13:43 17:13 18:48

東四丁目 7:13 9:08 11:53 塩 13:44 17:14 18:49

築港前 7:13 9:08 11:53 風内 13:44 17:14 18:49

波立薬師 7:16 9:11 11:56 中島 13:45 17:15 18:50

久之浜駐在所 7:20 9:15 12:00 農協前 13:46 17:16 18:51

広野町役場入口 7:32 9:27 12:12 平大橋 13:48 17:18 18:53

道の駅ならは 7:39 9:34 12:19 五色町 13:49 17:19 18:54

楢葉町役場 7:45 9:40 12:25 正内町 13:50 17:20 18:55

月の下 7:54 9:49 12:34 新川町 13:50 17:20 18:55

さくらモール・診療所前 7:55 9:50 12:35 大町 13:51 17:21 18:56

曲田住宅 7:55 9:50 12:35 平南町 13:52 17:22 18:57

富岡駅前 8:02 9:57 12:42 いわき駅前 13:57 17:27 19:02
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事業１－３ 葛尾～船引系統 

 

 関連主体 

福島交通株式会社、国、県、葛尾村、田村市 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 福島交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 中型バス（定員５７名） 

起点 船引駅前 

主な経由点 船引高校、瀬川住民センター、緑小学校、移農協 

終点 落合 

停留所数 ５７箇所 

運行距離 ２７．５ｋｍ 

所要時間 船引駅前～落合 ５１分 

運行回数 平日５往復 

運賃 
＜対キロ区間制運賃＞ 

落合～船引駅前 ８１０円 

 

 運行ルート図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
落合 ● 

移車庫 

● 
船引駅前 

● 
船引高校 

● 
瀬川住民センター 

田村市 

二本松市 

葛尾村 

三春町 

浪江町 

郡山市 
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 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 🏫学校 💻産業団地 

⛲観光施設 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 船引駅前 

田村市 

🚋ＪＲ船引駅 

02 栄町 🏢田村市役所 

03 中町 🏥たむら市民病院 

04 安久津通り  
05 安久津橋  
06 馬場団地入口  
07 北区入口  
08 時の宮  
09 石崎団地 🏠石崎北団地、🏠石崎南団地 

10 船引高校 🏫船引高等学校 

👜ヨークベニマルメガステージ田村店 
11 鐙ヶ池  
12 原  
13 大山原  
14 沼の下  
15 門鹿  
16 美山入口  
17 沢石入口  
18 大倉  
19 瀬川局前  
20 瀬川  
21 新舘  
22 瀬川住民センター  
23 石橋  
24 山口  
25 石沢  
26 ひじ曲  
27 大石  
28 水中内  
29 岩登  
30 南移入口  
31 西作入口  
32 水の木入口  
33 東作入口  
34 緑小学校  
35 平入口  
36 移農協前  
37 上移  
38 移車庫 🏢田村市役所移出張所 
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バス停名称 市町村 主な周辺施設 
39 曲山 

田村市 

 
40 下道  
41 大谷田  
42 境ノ岫 

葛尾村 

 
43 上野川  
44 赤根久保  
45 東 ⛲かつらおヤギ広場がらがらどん 

46 湯殿  
47 清ノ内  
48 浜井場  
49 仲ノ内  
50 関場  
51 野川  
52 上重郎内  
53 重郎内  
54 湯ノ平 💻葛尾村産業団地 

55 関下  
56 西ノ内  
57 落合 🏢葛尾村役場 

🏢葛尾村復興交流館あぜりあ 

 

  
JR船引駅【出典】田村市 

 

船引高等学校【出典】船引高等学校 

 

 

 

 

葛尾村役場【出典】福島県 葛尾村復興交流館あぜりあ【出典】葛尾村 
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 現状・課題 

ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）から葛尾村を結ぶ唯一の二次交通であるとともに、葛尾

方面から船引高等学校（田村市）への通学や、田村市中心部の商業施設、さらには郡山方

面の医療機関等にアクセスするための重要な公共交通となっている。 

 また、葛尾村は震災以降、高齢者のみの世帯が増加しており、免許返納等により運転免

許証を持たない方からのニーズは震災前よりも多くなっている。 

１日当たりの利用者数は、令和元年度１８．０人、令和２年度１６．８人、令和３年度１８．５人、

令和４年度１６．９人で推移しており、一定数の利用実績があるものの、輸送密度について

は令和４年度時点で２．１人と低調である。 

葛尾村から田村高等学校（三春町）への通学移動や、郡山市方面の企業への通勤移動

は、現時点では車での移動が中心となっているが、本路線とＪＲ磐越東線との接続を改善

することでバス利用への誘導が見込まれる。 

 

 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 

利用実態を踏まえながら、競合路線である「移線」、「百目木線」と

の再編・統合を検討していく。 

葛尾村内での利便性を改善するため、バス路線の交通空白地帯へ

の延伸について、利用実態を確認の上検討する。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）との乗り継ぎがスムーズに行えるよ

う、ダイヤの見直しを行う。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
１８．０人 － １０．４％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
１６．９人 １６．９人 １２．２％ １２．２％ 

令和５年事業年度 ２０．０人以上 １５．６人 上昇を目指す １０．２％ 

令和６年事業年度 ３０．０人以上 １３．４人 上昇を目指す ８．５％ 

令和７年事業年度 ４０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 ４０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 ４０．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 
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 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 

 
 

  

【平日】船引⇒葛尾 【平日】葛尾⇒船引

停留所名 1 2 3 4 5 停留所名 1 2 3 4 5

船引駅前 7:30 10:30 12:20 15:50 18:17 落合［葛尾村］ 7:30 8:45 12:00 14:30 17:20

栄町［田村市］ 7:31 10:31 12:21 15:51 18:18 西ノ内［葛尾村］ 7:30 8:45 12:00 14:30 17:20

中町［田村市］ 7:32 10:32 12:22 15:52 18:19 関下［葛尾村］ 7:30 8:45 12:00 14:30 17:20

安久津通り 7:33 10:33 12:23 15:53 18:20 湯ノ平 7:31 8:46 12:01 14:31 17:21

安久津橋 7:33 10:33 12:23 15:53 18:20 重郎内［葛尾村］ 7:32 8:47 12:02 14:32 17:22

馬場団地入口 7:34 10:34 12:24 15:54 18:21 上重郎内 7:33 8:48 12:03 14:33 17:23

北区入口 7:35 10:35 12:25 15:55 18:22 野川 7:33 8:48 12:03 14:33 17:23

時の宮 7:36 10:36 12:26 15:56 18:23 関場［葛尾村］ 7:34 8:49 12:04 14:34 17:24

石崎団地 7:37 10:37 12:27 15:57 18:24 仲ノ内［葛尾村］ 7:34 8:49 12:04 14:34 17:24

船引高校 7:38 10:38 12:28 15:58 18:25 浜井場［葛尾村］ 7:35 8:50 12:05 14:35 17:25

鐙ヶ池 7:39 10:39 12:29 15:59 18:26 清ノ内 7:36 8:51 12:06 14:36 17:26

原［田村市］ 7:40 10:40 12:30 16:00 18:27 湯殿 7:37 8:52 12:07 14:37 17:27

大山原 7:41 10:41 12:31 16:01 18:28 東 7:38 8:53 12:08 14:38 17:28

沼の下［田村市］ 7:42 10:42 12:32 16:02 18:29 赤根久保 7:39 8:54 12:09 14:39 17:29

門鹿 7:44 10:44 12:34 16:04 18:31 上野川 7:39 8:54 12:09 14:39 17:29

美山入口 7:45 10:45 12:35 16:05 18:32 境ノ岫 7:40 8:55 12:10 14:40 17:30

沢石入口 7:46 10:46 12:36 16:06 18:33 大谷田 7:42 8:57 12:12 14:42 17:32

大倉 7:48 10:48 12:38 16:08 18:35 下道 7:43 8:58 12:13 14:43 17:33

瀬川局前 7:48 10:48 12:38 16:08 18:35 曲山［田村市］ 7:44 8:59 12:14 14:44 17:34

瀬川 7:49 10:49 12:39 16:09 18:36 移車庫 7:45 9:00 12:15 14:45 17:35

新舘 7:50 10:50 12:40 16:10 18:37 上移 7:45 9:00 12:15 14:45 17:35

瀬川住民センター 7:51 10:51 12:41 16:11 18:38 移農協前 7:46 9:01 12:16 14:46 17:36

石橋［田村市］ 7:52 10:52 12:42 16:12 18:39 平入口 7:46 9:01 12:16 14:46 17:36

山口［田村市］ 7:53 10:53 12:43 16:13 18:40 緑小学校 7:47 9:02 12:17 14:47 17:37

石沢 7:54 10:54 12:44 16:14 18:41 東作入口 7:47 9:02 12:17 14:47 17:37

ひじ曲 7:56 10:56 12:46 16:16 18:43 水の木入口 7:48 9:03 12:18 14:48 17:38

大石 7:57 10:57 12:47 16:17 18:44 西作入口 7:48 9:03 12:18 14:48 17:38

水中内 7:58 10:58 12:48 16:18 18:45 南移入口 7:49 9:04 12:19 14:49 17:39

岩登 7:59 10:59 12:49 16:19 18:46 岩登 7:50 9:05 12:20 14:50 17:40

南移入口 8:00 11:00 12:50 16:20 18:47 水中内 7:51 9:06 12:21 14:51 17:41

西作入口 8:01 11:01 12:51 16:21 18:48 大石 7:52 9:07 12:22 14:52 17:42

水の木入口 8:01 11:01 12:51 16:21 18:48 ひじ曲 7:53 9:08 12:23 14:53 17:43

東作入口 8:02 11:02 12:52 16:22 18:49 石沢 7:55 9:10 12:25 14:55 17:45

緑小学校 8:02 11:02 12:52 16:22 18:49 山口［田村市］ 7:56 9:11 12:26 14:56 17:46

平入口 8:03 11:03 12:53 16:23 18:50 石橋［田村市］ 7:57 9:12 12:27 14:57 17:47

移農協前 8:03 11:03 12:53 16:23 18:50 瀬川住民センター 7:58 9:13 12:28 14:58 17:48

上移 8:04 11:04 12:54 16:24 18:51 新舘 7:59 9:14 12:29 14:59 17:49

移車庫 8:04 11:04 12:54 16:24 18:51 瀬川 8:00 9:15 12:30 15:00 17:50

曲山［田村市］ 8:05 11:05 12:55 16:25 18:52 瀬川局前 8:01 9:16 12:31 15:01 17:51

下道 8:06 11:06 12:56 16:26 18:53 大倉 8:01 9:16 12:31 15:01 17:51

大谷田 8:07 11:07 12:57 16:27 18:54 沢石入口 8:03 9:18 12:33 15:03 17:53

境ノ岫 8:08 11:08 12:58 16:28 18:55 美山入口 8:04 9:19 12:34 15:04 17:54

上野川 8:09 11:09 12:59 16:29 18:56 門鹿 8:05 9:20 12:35 15:05 17:55

赤根久保 8:09 11:09 12:59 16:29 18:56 沼の下［田村市］ 8:07 9:22 12:37 15:07 17:57

東 8:10 11:10 13:00 16:30 18:57 大山原 8:08 9:23 12:38 15:08 17:58

湯殿 8:10 11:10 13:00 16:30 18:57 原［田村市］ 8:09 9:24 12:39 15:09 17:59

清ノ内 8:11 11:11 13:01 16:31 18:58 鐙ヶ池 8:10 9:25 12:40 15:10 18:00

浜井場［葛尾村］ 8:11 11:11 13:01 16:31 18:58 船引高校 8:11 9:26 12:41 15:11 18:01

仲ノ内［葛尾村］ 8:12 11:12 13:02 16:32 18:59 石崎団地 8:12 9:27 12:42 15:12 18:02

関場［葛尾村］ 8:12 11:12 13:02 16:32 18:59 時の宮 8:13 9:28 12:43 15:13 18:03

野川 8:13 11:13 13:03 16:33 19:00 北区入口 8:14 9:29 12:44 15:14 18:04

上重郎内 8:14 11:14 13:04 16:34 19:01 馬場団地入口 8:15 9:30 12:45 15:15 18:05

重郎内［葛尾村］ 8:15 11:15 13:05 16:35 19:02 船引駅前 8:18 9:33 12:48 15:18 18:08

湯ノ平 8:16 11:16 13:06 16:36 19:03

関下［葛尾村］ 8:17 11:17 13:07 16:37 19:04

西ノ内［葛尾村］ 8:18 11:18 13:08 16:38 19:05

落合［葛尾村］ 8:21 11:21 13:11 16:41 19:08
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【土曜・日祝】船引⇒葛尾 【土曜・日祝】葛尾⇒船引

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

船引駅前 11:00 15:00 18:17 落合［葛尾村］ 8:00 12:00 16:00

栄町［田村市］ 11:01 15:01 18:18 西ノ内［葛尾村］ 8:00 12:00 16:00

中町［田村市］ 11:02 15:02 18:19 関下［葛尾村］ 8:00 12:00 16:00

安久津通り 11:03 15:03 18:20 湯ノ平 8:01 12:01 16:01

安久津橋 11:03 15:03 18:20 重郎内［葛尾村］ 8:02 12:02 16:02

馬場団地入口 11:04 15:04 18:21 上重郎内 8:03 12:03 16:03

北区入口 11:05 15:05 18:22 野川 8:03 12:03 16:03

時の宮 11:06 15:06 18:23 関場［葛尾村］ 8:04 12:04 16:04

石崎団地 11:07 15:07 18:24 仲ノ内［葛尾村］ 8:04 12:04 16:04

船引高校 11:08 15:08 18:25 浜井場［葛尾村］ 8:05 12:05 16:05

鐙ヶ池 11:09 15:09 18:26 清ノ内 8:06 12:06 16:06

原［田村市］ 11:10 15:10 18:27 湯殿 8:07 12:07 16:07

大山原 11:11 15:11 18:28 東 8:08 12:08 16:08

沼の下［田村市］ 11:12 15:12 18:29 赤根久保 8:09 12:09 16:09

門鹿 11:14 15:14 18:31 上野川 8:09 12:09 16:09

美山入口 11:15 15:15 18:32 境ノ岫 8:10 12:10 16:10

沢石入口 11:16 15:16 18:33 大谷田 8:12 12:12 16:12

大倉 11:18 15:18 18:35 下道 8:13 12:13 16:13

瀬川局前 11:18 15:18 18:35 曲山［田村市］ 8:14 12:14 16:14

瀬川 11:19 15:19 18:36 移車庫 8:15 12:15 16:15

新舘 11:20 15:20 18:37 上移 8:15 12:15 16:15

瀬川住民センター 11:21 15:21 18:38 移農協前 8:16 12:16 16:16

石橋［田村市］ 11:22 15:22 18:39 平入口 8:16 12:16 16:16

山口［田村市］ 11:23 15:23 18:40 緑小学校 8:17 12:17 16:17

石沢 11:24 15:24 18:41 東作入口 8:17 12:17 16:17

ひじ曲 11:26 15:26 18:43 水の木入口 8:18 12:18 16:18

大石 11:27 15:27 18:44 西作入口 8:18 12:18 16:18

水中内 11:28 15:28 18:45 南移入口 8:19 12:19 16:19

岩登 11:29 15:29 18:46 岩登 8:20 12:20 16:20

南移入口 11:30 15:30 18:47 水中内 8:21 12:21 16:21

西作入口 11:31 15:31 18:48 大石 8:22 12:22 16:22

水の木入口 11:31 15:31 18:48 ひじ曲 8:23 12:23 16:23

東作入口 11:32 15:32 18:49 石沢 8:25 12:25 16:25

緑小学校 11:32 15:32 18:49 山口［田村市］ 8:26 12:26 16:26

平入口 11:33 15:33 18:50 石橋［田村市］ 8:27 12:27 16:27

移農協前 11:33 15:33 18:50 瀬川住民センター 8:28 12:28 16:28

上移 11:34 15:34 18:51 新舘 8:29 12:29 16:29

移車庫 11:34 15:34 18:51 瀬川 8:30 12:30 16:30

曲山［田村市］ 11:35 15:35 18:52 瀬川局前 8:31 12:31 16:31

下道 11:36 15:36 18:53 大倉 8:31 12:31 16:31

大谷田 11:37 15:37 18:54 沢石入口 8:33 12:33 16:33

境ノ岫 11:38 15:38 18:55 美山入口 8:34 12:34 16:34

上野川 11:39 15:39 18:56 門鹿 8:35 12:35 16:35

赤根久保 11:39 15:39 18:56 沼の下［田村市］ 8:37 12:37 16:37

東 11:40 15:40 18:57 大山原 8:38 12:38 16:38

湯殿 11:40 15:40 18:57 原［田村市］ 8:39 12:39 16:39

清ノ内 11:41 15:41 18:58 鐙ヶ池 8:40 12:40 16:40

浜井場［葛尾村］ 11:41 15:41 18:58 船引高校 8:41 12:41 16:41

仲ノ内［葛尾村］ 11:42 15:42 18:59 石崎団地 8:42 12:42 16:42

関場［葛尾村］ 11:42 15:42 18:59 時の宮 8:43 12:43 16:43

野川 11:43 15:43 19:00 北区入口 8:44 12:44 16:44

上重郎内 11:44 15:44 19:01 馬場団地入口 8:45 12:45 16:45

重郎内［葛尾村］ 11:45 15:45 19:02 船引駅前 8:48 12:48 16:48

湯ノ平 11:46 15:46 19:03

関下［葛尾村］ 11:47 15:47 19:04

西ノ内［葛尾村］ 11:48 15:48 19:05

落合［葛尾村］ 11:51 15:51 19:08
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事業１－４ 川内～船引系統 

 

 関連主体 

福島交通株式会社、国、県、川内村、田村市 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 福島交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 中型バス（定員５７名） 

起点 ゆふね 

主な経由点 
川内村役場・かわうちの湯、川内農協、いわなの郷、都路郵便局、 

都路小学校、船引高校、田村市役所 

終点 船引駅前 

停留所数 ６３箇所 

運行距離 ４４．５ｋｍ 

所要時間 ゆふね～船引駅前 ８５分 

運行回数 平日４往復 

運賃 
＜対キロ区間制運賃＞ 

ゆふね～船引駅前 １，５７０円 
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 運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 🏫学校 💻産業団地 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 船引駅前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🚋ＪＲ船引駅 

02 田村市役所前 🏢田村市役所 

03 石崎  

04 船引高校 🏫船引高等学校 

👜ヨークベニマルメガステージ田村店 

05 源次郎  

06 東部台 3丁目  

07 東部台 4丁目  

08 舘柄前  

09 中の内  

10 板橋入口  

11 真城  

12 西向  

13 上鹿山入口  

14 川久保  

15 西田  

16 常光寺  

17 常葉荒町  

18 常葉中町  

19 常葉局前  

20 常葉上町  

21 常葉車庫  

● 
田村市役所前 

● 
船引駅前 ● 

船引高校 

● 都路行政局 

● 
いわなの郷前 

● 川内村役場 

● 
ゆふね 

川内村 

田村市 

小野町 

浪江町 

葛尾村 

いわき市 
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バス停名称 市町村 主な周辺施設 
22 本坊 

田村市 

 

23 石蒔田  

24 堀田入口  

25 四重城入口  

26 沢又入口 💻田村市東部産業団地 

27 余平田  

28 月の田和  

29 山根  

30 雨乞平  

31 北作入口  

32 西戸  

33 平内地  

34 岩井沢 👜都路町商業施設 Domo岩井沢店 

35 平蔵内  

36 言神入口  

37 楢梨   

38 新田  

39 上道の内  

40 中屋敷  

41 下道の内  

42 芹沢  

43 古道車庫  

44 都路行政局 👜都路町商業施設 Domo古道店 

45 都路小学校前  

46 都路行政局 🏥田村市役所都路診療所 

47 都路郵便局  

48 大亀神社  

49 白石  

50 合子入口  

51 春日前  

52 いわなの郷前 

川内村 

🏢いわなの郷 

53 林  

54 車庫前  

55 川内農協  

56 役場かわうちの湯前 🏢川内村役場、🏢かわうちの湯 

57 川内中前 🏢川内村室内型村民プール 

58 宮ノ下  

59 宮の坂 👜商業施設 YO-TASHI 

60 すわの杜公園  

61 坂シ内  

62 ゆふね 🏢複合施設ゆふね 

🏥川内村国民健康保険診療所 
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JR船引駅 

（田村市） 
【出典】田村市 

 

田村市役所 

（田村市） 
【出典】福島県 

  
かわうちの湯 

（川内村） 
【出典】川内村 

複合施設ゆふね 

（川内村） 
【出典】特定非営利活動法人 

    あぶくま地域づくり推進機構 
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 現状・課題 

川内村から田村市の医療機関や商業施設、高等学校にアクセスするための重要な公共

交通となっている。 

1 日当たりの利用者数は、令和元年度３２．１人、令和２年度２９．２人、令和３年度２８．２

人、令和４年度２８．３人で、ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）の沿線から離れた田村市常葉

町及び都路町の住宅地を経由することから、田村市内間の利用も多い傾向にあるものの、

輸送密度については令和４年度時点で３．２人と低調である。 

ＪＲ東日本船引駅での鉄道路線（磐越東線）との乗り換えに時間を要する場合があり、鉄

道利用者のニーズを取り込むため、鉄道を含めたダイヤの改善を図る余地がある。 

 

 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 

利用実態を踏まえながら、競合路線である「古道線」との再編・統合

を検討していく。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）との乗り継ぎがスムーズに行えるよ

う、ダイヤの見直しを行う。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
３２．１人 － １８．３％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
２８．３人 ２８．３人 １７．５％ １７．５％ 

令和５年事業年度 ４０．０人以上 ２７．４人 上昇を目指す １５．７％ 

令和６年事業年度 ５０．０人以上 ２５．８人 上昇を目指す １３．７％ 

令和７年事業年度 ６０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 ６０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 ６０．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 

 

  

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 
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 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 

 
  

【平日】船引⇒川内 【平日】川内⇒上三坂

停留所名 1 2 3 4 停留所名 1 2 3 4

船引駅前 6:45 11:55 16:00 18:20 ゆふね 6:25 8:15 13:55 17:35

田村市役所前 6:46 11:56 16:01 18:21 坂シ内 6:26 8:16 13:56 17:36

石崎 6:47 11:57 16:02 18:22 すわの杜公園 6:27 8:17 13:57 17:37

船引高校 6:48 11:58 16:03 18:23 宮の坂 6:28 8:18 13:58 17:38

源次郎 6:49 11:59 16:04 18:24 宮ノ下［川内村］ 6:28 8:18 13:58 17:38

東部台三丁目 6:50 12:00 16:05 18:25 川内中前 6:29 8:19 13:59 17:39

東部台四丁目 6:51 12:01 16:06 18:26 役場・かわうちの湯前［川内村］ 6:31 8:21 14:01 17:41

舘柄前 6:53 12:03 16:08 18:28 川内農協 6:33 8:23 14:03 17:43

中の内［田村市］ 6:55 12:05 16:10 18:30 車庫前 6:34 8:24 14:04 17:44

板橋入口 6:57 12:07 16:12 18:32 林［川内村］ 6:36 8:26 14:06 17:46

真城 6:58 12:08 16:13 18:33 いわなの郷前 6:37 8:27 14:07 17:47

西向［田村市］ 6:59 12:09 16:14 18:34 春日前 6:46 8:36 14:16 17:56

上鹿山入口 7:00 12:10 16:15 18:35 合子入口 6:47 8:37 14:17 17:57

川久保 7:02 12:12 16:17 18:37 白石［田村市］ 6:53 8:43 14:23 18:03

西田 7:03 12:13 16:18 18:38 大亀神社 6:54 8:44 14:24 18:04

常光寺 7:04 12:14 16:19 18:39 都路郵便局 6:55 8:45 14:25 18:05

常葉荒町 7:05 12:15 16:20 18:40 都路行政局 6:55 8:45 14:25 18:05

常葉中町 7:06 12:16 16:21 18:41 都路小学校前 6:56 8:46 14:26 18:06

常葉局前 7:06 12:16 16:21 18:41 都路行政局 6:56 8:46 14:26 18:06

常葉上町 7:07 12:17 16:22 18:42 古道車庫 6:57 8:47 14:27 18:07

常葉車庫 7:07 12:17 16:22 18:42 芹沢［田村市］ 7:01 8:51 14:31 18:11

本坊 7:07 12:17 16:22 18:42 下道の内 7:03 8:53 14:33 18:13

石蒔田 7:08 12:18 16:23 18:43 中屋敷［田村市］ 7:04 8:54 14:34 18:14

堀田入口 7:09 12:19 16:24 18:44 上道の内 7:05 8:55 14:35 18:15

四重城入口 7:09 12:19 16:24 18:44 新田［田村市］ 7:05 8:55 14:35 18:15

沢又入口 7:11 12:21 16:26 18:46 楢梨 7:06 8:56 14:36 18:16

余平田 7:11 12:21 16:26 18:46 言神入口 7:08 8:58 14:38 18:18

月の田和 7:12 12:22 16:27 18:47 平蔵内 7:09 8:59 14:39 18:19

山根 7:14 12:24 16:29 18:49 岩井沢 7:09 8:59 14:39 18:19

雨乞平 7:16 12:26 16:31 18:51 平内地 7:10 9:00 14:40 18:20

北作入口 7:19 12:29 16:34 18:54 西戸 7:12 9:02 14:42 18:22

西戸 7:21 12:31 16:36 18:56 北作入口 7:14 9:04 14:44 18:24

平内地 7:23 12:33 16:38 18:58 雨乞平 7:17 9:07 14:47 18:27

岩井沢 7:24 12:34 16:39 18:59 山根 7:19 9:09 14:49 18:29

平蔵内 7:24 12:34 16:39 18:59 月の田和 7:21 9:11 14:51 18:31

言神入口 7:25 12:35 16:40 19:00 余平田 7:22 9:12 14:52 18:32

楢梨 7:27 12:37 16:42 19:02 沢又入口 7:22 9:12 14:52 18:32

新田［田村市］ 7:28 12:38 16:43 19:03 四重城入口 7:24 9:14 14:54 18:34

上道の内 7:29 12:39 16:44 19:04 堀田入口 7:24 9:14 14:54 18:34

中屋敷［田村市］ 7:29 12:39 16:44 19:04 石蒔田 7:25 9:15 14:55 18:35

下道の内 7:30 12:40 16:45 19:05 本坊 7:26 9:16 14:56 18:36

芹沢［田村市］ 7:32 12:42 16:47 19:07 常葉車庫 7:26 9:16 14:56 18:36

古道車庫 7:36 12:46 16:51 19:11 常葉上町 7:26 9:16 14:56 18:36

都路行政局 7:37 12:47 16:52 19:12 常葉局前 7:27 9:17 14:57 18:37

都路小学校前 7:38 12:48 16:53 19:13 常葉中町 7:27 9:17 14:57 18:37

都路行政局 7:38 12:48 16:53 19:13 常葉荒町 7:28 9:18 14:58 18:38

都路郵便局 7:38 12:48 16:53 19:13 常光寺 7:29 9:19 14:59 18:39

大亀神社 7:39 12:49 16:54 19:14 西田 7:30 9:20 15:00 18:40

白石［田村市］ 7:40 12:50 16:55 19:15 川久保 7:31 9:21 15:01 18:41

合子入口 7:46 12:56 17:01 19:21 上鹿山入口 7:33 9:23 15:03 18:43

春日前 7:47 12:57 17:02 19:22 西向［田村市］ 7:34 9:24 15:04 18:44

いわなの郷前 7:56 13:06 17:11 19:31 真城 7:35 9:25 15:05 18:45

林［川内村］ 7:57 13:07 17:12 19:32 板橋入口 7:36 9:26 15:06 18:46

車庫前 7:59 13:09 17:14 19:34 中の内［田村市］ 7:38 9:28 15:08 18:48

川内農協 8:00 13:10 17:15 19:35 舘柄前 7:39 9:29 15:09 18:49

役場・かわうちの湯前［川内村］ 8:02 13:12 17:17 19:37 東部台四丁目 7:40 9:30 15:10 18:50

川内中前 8:04 13:14 17:19 19:39 東部台三丁目 7:41 9:31 15:11 18:51

宮ノ下［川内村］ 8:05 13:15 17:20 19:40 源次郎 7:42 9:32 15:12 18:52

宮の坂 8:05 13:15 17:20 19:40 船引高校 7:43 9:33 15:13 18:53

すわの杜公園 8:06 13:16 17:21 19:41 石崎 7:44 9:34 15:14 18:54

坂シ内 8:07 13:17 17:22 19:42 田村市役所前 7:45 9:35 15:15 18:55

ゆふね 8:10 13:20 17:25 19:45 五升車 7:45 9:35 15:15 18:55

船引駅前 7:50 9:40 15:20 19:00
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【土曜・日祝】川内⇒船引 【土曜・日祝】川内⇒船引

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

船引駅前 8:35 14:00 18:20 ゆふね 6:25 10:15 15:35

田村市役所前 8:36 14:01 18:21 坂シ内 6:26 10:16 15:36

石崎 8:37 14:02 18:22 すわの杜公園 6:27 10:17 15:37

船引高校 8:38 14:03 18:23 宮の坂 6:28 10:18 15:38

源次郎 8:39 14:04 18:24 宮ノ下［川内村］ 6:28 10:18 15:38

東部台三丁目 8:40 14:05 18:25 川内中前 6:29 10:19 15:39

東部台四丁目 8:41 14:06 18:26 役場・かわうちの湯前［川内村］ 6:31 10:21 15:41

舘柄前 8:43 14:08 18:28 川内農協 6:33 10:23 15:43

中の内［田村市］ 8:45 14:10 18:30 車庫前 6:34 10:24 15:44

板橋入口 8:47 14:12 18:32 林［川内村］ 6:36 10:26 15:46

真城 8:48 14:13 18:33 いわなの郷前 6:37 10:27 15:47

西向［田村市］ 8:49 14:14 18:34 春日前 6:46 10:36 15:56

上鹿山入口 8:50 14:15 18:35 合子入口 6:47 10:37 15:57

川久保 8:52 14:17 18:37 白石［田村市］ 6:53 10:43 16:03

西田 8:53 14:18 18:38 大亀神社 6:54 10:44 16:04

常光寺 8:54 14:19 18:39 都路郵便局 6:55 10:45 16:05

常葉荒町 8:55 14:20 18:40 都路行政局 6:55 10:45 16:05

常葉中町 8:56 14:21 18:41 都路小学校前 6:56 10:46 16:06

常葉局前 8:56 14:21 18:41 都路行政局 6:56 10:46 16:06

常葉上町 8:57 14:22 18:42 古道車庫 6:57 10:47 16:07

常葉車庫 8:57 14:22 18:42 芹沢［田村市］ 7:01 10:51 16:11

本坊 8:57 14:22 18:42 下道の内 7:03 10:53 16:13

石蒔田 8:58 14:23 18:43 中屋敷［田村市］ 7:04 10:54 16:14

堀田入口 8:59 14:24 18:44 上道の内 7:05 10:55 16:15

四重城入口 8:59 14:24 18:44 新田［田村市］ 7:05 10:55 16:15

沢又入口 9:01 14:26 18:46 楢梨 7:06 10:56 16:16

余平田 9:01 14:26 18:46 言神入口 7:08 10:58 16:18

月の田和 9:02 14:27 18:47 平蔵内 7:09 10:59 16:19

山根 9:04 14:29 18:49 岩井沢 7:09 10:59 16:19

雨乞平 9:06 14:31 18:51 平内地 7:10 11:00 16:20

北作入口 9:09 14:34 18:54 西戸 7:12 11:02 16:22

西戸 9:11 14:36 18:56 北作入口 7:14 11:04 16:24

平内地 9:13 14:38 18:58 雨乞平 7:17 11:07 16:27

岩井沢 9:14 14:39 18:59 山根 7:19 11:09 16:29

平蔵内 9:14 14:39 18:59 月の田和 7:21 11:11 16:31

言神入口 9:15 14:40 19:00 余平田 7:22 11:12 16:32

楢梨 9:17 14:42 19:02 沢又入口 7:22 11:12 16:32

新田［田村市］ 9:18 14:43 19:03 四重城入口 7:24 11:14 16:34

上道の内 9:19 14:44 19:04 堀田入口 7:24 11:14 16:34

中屋敷［田村市］ 9:19 14:44 19:04 石蒔田 7:25 11:15 16:35

下道の内 9:20 14:45 19:05 本坊 7:26 11:16 16:36

芹沢［田村市］ 9:22 14:47 19:07 常葉車庫 7:26 11:16 16:36

古道車庫 9:26 14:51 19:11 常葉上町 7:26 11:16 16:36

都路行政局 9:27 14:52 19:12 常葉局前 7:27 11:17 16:37

都路小学校前 9:28 14:53 19:13 常葉中町 7:27 11:17 16:37

都路行政局 9:28 14:53 19:13 常葉荒町 7:28 11:18 16:38

都路郵便局 9:28 14:53 19:13 常光寺 7:29 11:19 16:39

大亀神社 9:29 14:54 19:14 西田 7:30 11:20 16:40

白石［田村市］ 9:30 14:55 19:15 川久保 7:31 11:21 16:41

合子入口 9:36 15:01 19:21 上鹿山入口 7:33 11:23 16:43

春日前 9:37 15:02 19:22 西向［田村市］ 7:34 11:24 16:44

いわなの郷前 9:46 15:11 19:31 真城 7:35 11:25 16:45

林［川内村］ 9:47 15:12 19:32 板橋入口 7:36 11:26 16:46

車庫前 9:49 15:14 19:34 中の内［田村市］ 7:38 11:28 16:48

川内農協 9:50 15:15 19:35 舘柄前 7:39 11:29 16:49

役場・かわうちの湯前［川内村］ 9:52 15:17 19:37 東部台四丁目 7:40 11:30 16:50

川内中前 9:54 15:19 19:39 東部台三丁目 7:41 11:31 16:51

宮ノ下［川内村］ 9:55 15:20 19:40 源次郎 7:42 11:32 16:52

宮の坂 9:55 15:20 19:40 船引高校 7:43 11:33 16:53

すわの杜公園 9:56 15:21 19:41 石崎 7:44 11:34 16:54

坂シ内 9:57 15:22 19:42 田村市役所前 7:45 11:35 16:55

ゆふね 10:00 15:25 19:45 五升車 7:45 11:35 16:55

船引駅前 7:50 11:40 17:00
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事業１－５ 川内～小野系統 

 

 関連主体 

新常磐交通株式会社、国、県、川内村、小野町、いわき市 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 新常磐交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 小型バス（定員３４名） 

起点 ゆふね 

主な経由点 
すわの杜公園、川内村役場・かわうちの湯、川内農協、神俣駅、 

おのショッピングプラザ、小野高校、小野新町駅、夏井駅 

終点 上三坂 

停留所数 ３６箇所 

運行距離 ５２．７ｋｍ 

所要時間 ゆふね～上三坂 ９３分 

運行回数 平日３往復 

運賃 ゆふね～上三坂 １，４５０円 

 

●運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】国土地理院地図（電子国土Web）を加工して作成 

 

 

 

● 
上三坂 

● 夏井駅前 

● 小野駅前 

● 小野高校 

● 
おのショッピングプラザ 

● 
神俣駅 

● 
川内村役場 

● ゆふね 

川内村 

田村市 

小野町 

平田村 

いわき市 

楢葉町 

広野町 
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 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 🏫学校 ⛲観光施設 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 ゆふね 

川内村 

 

🏢複合施設ゆふね、🏥川内村国民健康保険

診療所 

02 坂シ内  

03 下川内  

04 すわの杜公園  

05 宮の坂 👜商業施設 YO-TASHI 

06 宮ノ下  

07 川内中前 🏢川内村室内型村民プール 

08 役場・かわうちの湯前 🏢川内村役場、🏢かわうちの湯 

09 川内農協  

10 早渡  

11 下瀬耳上  

12 瀬耳上  

13 子安川  

14 広内  

15 舘屋  

16 坂下  

17 平伏沼口  

18 木ノ葉橋  

19 小白井 いわき市  

20 入新田消防屯所前 

田村市 

 

21 五郎山  

22 川向集会所前  

23 神俣駅 🚋ＪＲ神俣駅、⛲あぶくま洞 

24 おのショッピングプラザ 

小野町 

👜おのショッピングプラザ・コムコム 

25 小野町地方綜合病院前 🏥公立小野町地方綜合病院 

26 小野高校 🏫小野高等学校 

27 小野駅前 🚋ＪＲ小野新町駅 

28 夏井局前  

29 夏井駅前 🚋ＪＲ夏井駅 

30 夏井局前  

31 宮ノ前  

32 和名田 

いわき市 

 

33 戸沢  

34 臼石  

35 国道三坂  

36 上三坂  
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あぶくま洞 

（田村市） 
【出典】田村市 

 
おのショッピングプラザ・コムコム 

（小野町） 
【出典】ウェルカムふくしま 郡山情報館 

 

 
 

公立小野町地方綜合病院 

（小野町） 
【出典】一般社団法人田村医師会 
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 現状・課題 

川内村から小野町内の高等学校、商業施設、医療機関等にアクセスするための重要な

公共交通であるとともに、いわき市川前地区では唯一のバス路線となっている。 

1日当たりの利用者数は、令和元年度５．３人、令和２年度６．９人、令和３年度９．８人、

令和４年度１０．３人となっており、令和４年度時点の輸送密度も０．４人と低調である。 

その要因として、川内村社会福祉協議会による高齢者を対象とした村外への医療機関

や商業施設への無料送迎サービスとの競合などが挙げられる。 

令和８年度に小野高等学校（小野町）が船引高等学校（田村市）との統合再編により閉

校となることから、通学利用者数の減少が予想されており、ＪＲ磐越東線との連携強化や、 

かわうちの湯のニーズに対応した休日ダイヤの設定等を図ることで利便性を向上させ、利

用者を取り込んでいく必要がある。 

 

● 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 
小野富岡線の改良に伴う運行ルート見直しを検討する。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）との乗り継ぎがスムーズに行えるよ

う、ダイヤの見直しを行う。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
５．３人 － ２．８％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
１０．３人 １０．３人 ７．２％ ７．２％ 

令和５年事業年度 １２．０人以上 ７．３人 上昇を目指す ７．０％ 

令和６年事業年度 １３．５人以上 ５．３人 上昇を目指す ５．５％ 

令和７年事業年度 １５．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 １５．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 １５．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 

 

  

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 
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 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 

全ダイヤ、平日のみ運行（祝日と 8/13～8/16・12/30～1/3は運休） 

 

  

【平日】川内⇒小野⇒上三坂 【平日】上三坂⇒小野⇒川内

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

ゆふね発 7:10 13:15 14:40 上三坂発 8:15 10:05 17:05

坂シ内 7:10 13:15 14:40 国道三坂 8:16 10:06 17:06

下川内 7:11 13:16 14:41 臼石 8:17 10:07 17:07

すわの杜公園 7:11 13:16 14:41 戸沢 8:19 10:09 17:09

宮の坂 7:12 13:17 14:42 和名田 8:21 10:11 17:11

宮ノ下 7:13 13:18 14:43 宮ノ前 8:28 10:18 17:18

川内中前 7:14 13:19 14:44 夏井局前 8:31 10:21 17:21

役場・かわうちの湯前 7:15 13:20 14:45 夏井駅前 8:33 10:23 17:23

川内農協 7:17 13:22 14:47 夏井局前 8:34 10:24 17:24

早渡 7:19 13:24 14:49 小野駅前 8:40 10:30 17:30

下瀬耳上 7:20 13:25 14:50 小野高校 8:45 10:35 17:35

瀬耳上 7:20 13:25 14:50 槻の木内 8:47 10:37 17:37

子安川 7:21 13:26 14:51 おのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 8:51 10:41 17:41

広内 7:22 13:27 14:52 ＪＲ神俣駅 8:58 10:48 17:48

舘屋 7:23 13:28 14:53 川向集会所前 9:00 10:50 17:50

坂下 7:24 13:29 14:54 五郎山 9:02 10:52 17:52

平伏沼口 7:24 13:29 14:54 入新田消防屯所前 9:04 10:54 17:54

木ノ葉橋 7:25 13:30 14:55 小白井 9:11 11:01 18:01

小白井 7:37 13:42 15:07 木ノ葉橋 9:23 11:13 18:13

入新田消防屯所前 7:44 13:49 15:14 平伏沼口 9:24 11:14 18:14

五郎山 7:46 13:51 15:16 坂下 9:24 11:14 18:14

川向集会所前 7:48 13:53 15:18 舘屋 9:25 11:15 18:15

ＪＲ神俣駅 7:50 13:55 15:20 広内 9:26 11:16 18:16

おのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 7:57 14:02 15:27 子安川 9:27 11:17 18:17

槻の木内 8:01 14:06 15:31 瀬耳上 9:28 11:18 18:18

小野高校 8:03 14:08 15:33 下瀬耳上 9:28 11:18 18:18

小野駅前 8:08 14:13 15:38 早渡 9:29 11:19 18:19

夏井局前 8:13 14:18 15:43 川内農協 9:31 11:21 18:21

夏井駅前 8:15 14:20 15:45 役場・かわうちの湯前 9:33 11:23 18:23

夏井局前 8:16 14:21 15:46 川内中前 9:34 11:24 18:24

宮ノ前 8:19 14:24 15:49 宮ノ下 9:35 11:25 18:25

和名田 8:27 14:32 15:57 宮の坂 9:36 11:26 18:26

戸沢 8:28 14:33 15:58 すわの杜公園 9:37 11:27 18:27

臼石 8:30 14:35 16:00 下川内 9:37 11:27 18:27

国道三坂 8:31 14:36 16:01 坂シ内 9:38 11:28 18:28

上三坂着 8:43 14:48 16:13 ゆふね着 9:48 11:38 18:38

＜運行日＞

全ダイヤ、平日のみ運行（祝日と8/13～8/16・12/30～1/3は運休）

運賃等のお問い合わせは…新常磐交通いわき中央営業所☎0246-46-0200まで

出典：新常磐交通 バス時刻表《小野町・上三坂方面》平成３０年１０月１日改正
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事業１－６ 南相馬～川俣～医大経由福島系統 

 

 関連主体 

福島交通株式会社、国、県、福島市、川俣町、南相馬市、飯舘村 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 福島交通株式会社 

運行事業者 通年運行 

使用車両 大型バス（高速バスタイプ、定員４５名） 

起点 原町駅前 

主な経由点 
南相馬市役所、いいたて村までい館、川俣営業所、飯野町 

医大病院、大原綜合病院 

終点 福島駅東口 

停留所数 ５１箇所 

運行距離 ６５．３ｋｍ 

所要時間 原町駅前～福島駅東口 １時間４５分 

運行回数 平日６往復、休日６往復 
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 運行ルート図 
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 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 🏫学校 💻産業団地 

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 福島駅東口 

福島市 

🚋ＪＲ福島駅 

02 大町 🏫福島県立医科大学（駅前キャンパス） 

03 大原綜合病院 🏢福島県庁、🏥大原綜合病院 

04 医大病院 🏫🏥福島県立医科大学附属病院 

05 飯野町 🏢福島市役所飯野支所 

06 鶴沢宮前 

川俣町 

💻川俣西部工業団地 

07 絹の里シルクピア前 👜ここら・シルクピア、🏢おりもの展示館 

🏢からりこ館 

08 川俣町済生会病院入口 🏥済生会川俣病院 

09 川俣南小学校 🏠川俣町新中町団地 

10 川俣営業所  

11 川俣高校前 🏫川俣高等学校 

12 飯坂学校前  

13 萩平  

14 水境  

15 信田 

飯舘村 

 

16 二枚橋局前  

17 飯舘境木  

18 臼石  

19 樅の木  

20 いこいの家  

21 市の沢  

22 深谷  

23 いいたて村までい館 👜いいたて村の道の駅までい館 

24 飯舘農協前  

25 飯舘村役場 🏢飯舘村役場 

🏢いいたてスポーツ公園 

🏢メモリアルホールいいたて 

26 飯舘ふれ愛館前 🏠大谷地団地 

27 目玉打  

28 草野本町  

29 赤坂  

30 芦原  

31 糠塚  

32 坂下  

 

 

 

 

南相馬市 

 

 

 

33 大芦  

34 バラ坂  

35 社地神  

36 下社地神  

37 杉内  

38 大原  

39 大原公会堂  

40 西下田  
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バス停名称 市町村 主な周辺施設 
41 かやの木 

南相馬市 

 

42 信田沢  

43 新田原  

44 北長野  

45 長野  

46 南原  

47 南相馬市役所 🏢南相馬市役所 

🏢南相馬市民文化会館（ゆめはっと） 

🏢野馬追通り銘醸館 

48 四ツ葉通り 🏠南町団地 

49 栄町 🏠栄町団地 

50 栄町二丁目  

51 旭公園前 👜おおまちマルシェ 

52 旭町一丁目  

53 原町駅前 🚋ＪＲ原ノ町駅、🏢南相馬市立中央図書館 

🏠大町西団地、🏠大町東団地 

🏠大町南団地 

 

 

  
福島県立医科大学附属病院 

（福島市） 
【出典】公立大学法人 

         福島県立医科大学附属病院 

南相馬市役所 

（南相馬市） 
【出典】福島県 

  
川俣高等学校 

（川俣町） 
【出典】川俣高等学校 

いいたて村の道の駅までい館 

（飯舘村） 
【出典】いいたて村の道の駅までい館 
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 現状・課題 

東日本大震災・原発事故以前は、福島交通が「原町～川俣」系統として運行していたバ

ス路線について、平成２９年１０月から福島県立医科大学を経由し、福島駅東口までの延伸

を行い、新たに「南相馬～川俣～医大経由」系統として運行を開始したバス路線である。 

東日本大震災・原発事故の甚大な被害を受け、復興の途上にある相双地域と、本県の

政治・行政等の都市機能が集積した県北地域を結ぶ主要な公共交通であるとともに、ＪＲ

東日本鉄道路線（東北新幹線、常磐線）から飯舘村を結ぶ唯一の二次交通※となっている。  

さらには、相双地域から特殊医療や先進医療を提供する福島県立医科大学にアクセス

するための重要な公共交通となっている。 

 
※ 飯舘村内を経由する公共交通としては、福島交通株式会社のバス路線のほか、東北アクセス株式

会社のバス路線が設定されているが、令和４年１２月現在運休しており、運行再開は未定となっている。 

 

１日当たりの利用者数は、令和元年度６５．６人、令和２年度４１．３人、令和３年度３５．５

人、令和４年度４１．８人で推移しており、令和２年度以降はコロナ禍の影響で利用が約４割

減となっている。 

主として、福島市～南相馬市間の移動手段として利用されており、通勤・通学での利用

実績も見られる。また、相双地域から福島県立医科大学への移動手段としても利用実績が

見られるなど、一定の利用ニーズはある一方で、令和４年度時点の輸送密度については５．

４人と低調である。 

当該路線が県北地域と相双地域を結ぶ主要な公共交通であることに鑑み、利用者及び

潜在的なニーズを踏まえた運行ダイヤや運行ルートの見直しを不断に継続していく必要が

ある。 

なお、川俣町内の川俣高校前バス停から西の区間では、乗降に制約があり、利用者から

改善を求める声が上がっていたことから、令和４年１０月に当該ルールを撤廃している。  
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 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① 利活用の推進 

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 

② 運行ルートの 

見直し【新規】 

福島県立医科大学の診療時間外となる朝夕の時間帯において、県

北地域～相双地域間の速達性向上のため、新たに医科大学を経

由しないルートを検討する。 

また、ニーズを把握した上で、飯舘村内の利便性向上のためのルー

ト変更（飯樋方面への延伸など）を検討する。 

③ 運行ダイヤの 

見直し【新規】 

ＪＲ東日本鉄道路線（磐越東線）との乗り継ぎがスムーズに行えるよ

う、ダイヤの見直しを行う。 

④ 長距離、長時間

移動の快適性

の確保【新規】 

大型バス（高速バスタイプ）を運用し、乗客の身体的負担の軽減を

図る。 

 

 

 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 
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 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和元年事業年度 

＜基準値＞ 
６４．９人 － ２３．３％ － 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
４１．８人 ４１．８人 １７．６％ １７．６％ 

令和５年事業年度 ６０．０人以上 ４６．３人 上昇を目指す １６．５％ 

令和６年事業年度 ９０．０人以上 ５９．９人 上昇を目指す １８．２％ 

令和７年事業年度 １２０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 １２０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 １２０．０人以上  上昇を目指す  

 

 

 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 
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 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 

 
 

  

【平日】福島駅東口⇒原ノ町駅前 【平日】原ノ町駅前⇒福島駅東口

停留所名 1 2 3 4 5 6 停留所名 1 2 3 4 5 6

福島駅東口 6:15 9:50 12:30 15:00 16:05 18:25 原ノ町駅前 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

大町［福島市］ 6:18 9:53 12:33 15:03 16:08 18:28 旭町一丁目［南相馬市］ 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

医大病院［福島市］ 6:37 10:12 12:52 15:22 16:27 18:47 旭公園前 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

飯野町 6:50 10:25 13:05 15:35 16:40 19:00 栄町二丁目 7:01 10:11 12:31 14:01 16:01 17:56

鶴沢宮前 6:55 10:30 13:10 15:40 16:45 19:05 四ツ葉通り 7:03 10:13 12:33 14:03 16:03 17:58

絹の里シルクピア前 6:56 10:31 13:11 15:41 16:46 19:06 南相馬市役所 7:05 10:15 12:35 14:05 16:05 18:00

川俣町済生会病院入口 6:57 10:32 13:12 15:42 16:47 19:07 南原［南相馬市］ 7:07 10:17 12:37 14:07 16:07 18:02

川俣南小学校 6:58 10:33 13:13 15:43 16:48 19:08 長野 7:08 10:18 12:38 14:08 16:08 18:03

川俣営業所 7:04 10:39 13:19 15:49 16:54 19:14 北長野 7:09 10:19 12:39 14:09 16:09 18:04

川俣高校前 7:05 10:40 13:20 15:50 16:55 19:15 新田原 7:10 10:20 12:40 14:10 16:10 18:05

飯坂学校前 7:06 10:41 13:21 15:51 16:56 19:16 信田沢 7:11 10:21 12:41 14:11 16:11 18:06

萩平［川俣町］ 7:07 10:42 13:22 15:52 16:57 19:17 かやの木 7:12 10:22 12:42 14:12 16:12 18:07

水境 7:12 10:47 13:27 15:57 17:02 19:22 西下田 7:13 10:23 12:43 14:13 16:13 18:08

信田［飯舘村］ 7:14 10:49 13:29 15:59 17:04 19:24 大原公会堂 7:14 10:24 12:44 14:14 16:14 18:09

二枚橋局前 7:15 10:50 13:30 16:00 17:05 19:25 大原［南相馬市］ 7:14 10:24 12:44 14:14 16:14 18:09

飯舘境木 7:16 10:51 13:31 16:01 17:06 19:26 杉内 7:15 10:25 12:45 14:15 16:15 18:10

臼石 7:18 10:53 13:33 16:03 17:08 19:28 下社地神 7:16 10:26 12:46 14:16 16:16 18:11

樅の木 7:19 10:54 13:34 16:04 17:09 19:29 社地神 7:17 10:27 12:47 14:17 16:17 18:12

いこいの家 7:20 10:55 13:35 16:05 17:10 19:30 バラ坂 7:18 10:28 12:48 14:18 16:18 18:13

市の沢［飯舘村］ 7:21 10:56 13:36 16:06 17:11 19:31 大芦 7:19 10:29 12:49 14:19 16:19 18:14

深谷［飯舘村］ 7:22 10:57 13:37 16:07 17:12 19:32 坂下［南相馬市］ 7:20 10:30 12:50 14:20 16:20 18:15

いいたて村までい館 7:23 10:58 13:38 16:08 17:13 19:33 糠塚 7:28 10:38 12:58 14:28 16:28 18:23

飯舘農協前 7:24 10:59 13:39 16:09 17:14 19:34 芦原 7:30 10:40 13:00 14:30 16:30 18:25

飯舘ふれ愛館前 7:25 11:00 13:40 16:10 17:15 19:35 赤坂［飯舘村］ 7:31 10:41 13:01 14:31 16:31 18:26

目玉打 7:26 11:01 13:41 16:11 17:16 19:36 草野本町 7:33 10:43 13:03 14:33 16:33 18:28

草野本町 7:27 11:02 13:42 16:12 17:17 19:37 目玉打 7:34 10:44 13:04 14:34 16:34 18:29

赤坂［飯舘村］ 7:28 11:03 13:43 16:13 17:18 19:38 飯舘ふれ愛館前 7:35 10:45 13:05 14:35 16:35 18:30

芦原 7:30 11:05 13:45 16:15 17:20 19:40 飯舘農協前 7:35 10:45 13:05 14:35 16:35 18:30

糠塚 7:32 11:07 13:47 16:17 17:22 19:42 いいたて村までい館 7:38 10:48 13:08 14:38 16:38 18:33

坂下［南相馬市］ 7:39 11:14 13:54 16:24 17:29 19:49 深谷［飯舘村］ 7:39 10:49 13:09 14:39 16:39 18:34

大芦 7:40 11:15 13:55 16:25 17:30 19:50 市の沢［飯舘村］ 7:40 10:50 13:10 14:40 16:40 18:35

バラ坂 7:41 11:16 13:56 16:26 17:31 19:51 いこいの家 7:41 10:51 13:11 14:41 16:41 18:36

社地神 7:42 11:17 13:57 16:27 17:32 19:52 樅の木 7:42 10:52 13:12 14:42 16:42 18:37

下社地神 7:43 11:18 13:58 16:28 17:33 19:53 臼石 7:43 10:53 13:13 14:43 16:43 18:38

杉内 7:45 11:20 14:00 16:30 17:35 19:55 飯舘境木 7:45 10:55 13:15 14:45 16:45 18:40

大原［南相馬市］ 7:46 11:21 14:01 16:31 17:36 19:56 二枚橋局前 7:46 10:56 13:16 14:46 16:46 18:41

大原公会堂 7:46 11:21 14:01 16:31 17:36 19:56 信田［飯舘村］ 7:47 10:57 13:17 14:47 16:47 18:42

西下田 7:47 11:22 14:02 16:32 17:37 19:57 水境 7:49 10:59 13:19 14:49 16:49 18:44

かやの木 7:48 11:23 14:03 16:33 17:38 19:58 萩平［川俣町］ 7:52 11:02 13:22 14:52 16:52 18:47

信田沢 7:49 11:24 14:04 16:34 17:39 19:59 飯坂学校前 7:53 11:03 13:23 14:53 16:53 18:48

新田原 7:50 11:25 14:05 16:35 17:40 20:00 川俣高校前 7:54 11:04 13:24 14:54 16:54 18:49

北長野 7:51 11:26 14:06 16:36 17:41 20:01 川俣営業所 7:56 11:06 13:26 14:56 16:56 18:51

長野 7:52 11:27 14:07 16:37 17:42 20:02 川俣南小学校 7:58 11:08 13:28 14:58 16:58 18:53

南原［南相馬市］ 7:53 11:28 14:08 16:38 17:43 20:03 川俣町済生会病院入口 7:59 11:09 13:29 14:59 16:59 18:54

南相馬市役所 7:56 11:31 14:11 16:41 17:46 20:06 絹の里シルクピア前 8:01 11:11 13:31 15:01 17:01 18:56

四ツ葉通り 7:57 11:32 14:12 16:42 17:47 20:07 鶴沢宮前 8:02 11:12 13:32 15:02 17:02 18:57

栄町［南相馬市］ 7:58 11:33 14:13 16:43 17:48 20:08 飯野町 8:09 11:19 13:39 15:09 17:09 19:04

栄町二丁目 7:59 11:34 14:14 16:44 17:49 20:09 医大病院［福島市］ 8:25 11:35 13:55 15:25 17:25 19:20

旭公園前 8:00 11:35 14:15 16:45 17:50 20:10 大原綜合病院 8:47 11:57 14:17 15:47 17:47 19:42

旭町一丁目［南相馬市］ 8:00 11:35 14:15 16:45 17:50 20:10 福島駅東口 8:52 12:02 14:22 15:52 17:52 19:47

原ノ町駅前 8:07 11:42 14:22 16:52 17:57 20:17
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【土曜・日祝】福島駅東口⇒原ノ町駅前 【土曜・日祝】原ノ町駅前⇒福島駅東口

停留所名 1 2 3 4 5 6 停留所名 1 2 3 4 5 6

福島駅東口 6:15 9:50 12:30 15:00 16:05 18:25 原ノ町駅前 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

大町［福島市］ 6:18 9:53 12:33 15:03 16:08 18:28 旭町一丁目［南相馬市］ 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

医大病院［福島市］ 6:37 10:12 12:52 15:22 16:27 18:47 旭公園前 7:00 10:10 12:30 14:00 16:00 17:55

飯野町 6:50 10:25 13:05 15:35 16:40 19:00 栄町二丁目 7:01 10:11 12:31 14:01 16:01 17:56

鶴沢宮前 6:55 10:30 13:10 15:40 16:45 19:05 四ツ葉通り 7:03 10:13 12:33 14:03 16:03 17:58

絹の里シルクピア前 6:56 10:31 13:11 15:41 16:46 19:06 南相馬市役所 7:05 10:15 12:35 14:05 16:05 18:00

川俣町済生会病院入口 6:57 10:32 13:12 15:42 16:47 19:07 南原［南相馬市］ 7:07 10:17 12:37 14:07 16:07 18:02

川俣南小学校 6:58 10:33 13:13 15:43 16:48 19:08 長野 7:08 10:18 12:38 14:08 16:08 18:03

川俣営業所 7:04 10:39 13:19 15:49 16:54 19:14 北長野 7:09 10:19 12:39 14:09 16:09 18:04

川俣高校前 7:05 10:40 13:20 15:50 16:55 19:15 新田原 7:10 10:20 12:40 14:10 16:10 18:05

飯坂学校前 7:06 10:41 13:21 15:51 16:56 19:16 信田沢 7:11 10:21 12:41 14:11 16:11 18:06

萩平［川俣町］ 7:07 10:42 13:22 15:52 16:57 19:17 かやの木 7:12 10:22 12:42 14:12 16:12 18:07

水境 7:12 10:47 13:27 15:57 17:02 19:22 西下田 7:13 10:23 12:43 14:13 16:13 18:08

信田［飯舘村］ 7:14 10:49 13:29 15:59 17:04 19:24 大原公会堂 7:14 10:24 12:44 14:14 16:14 18:09

二枚橋局前 7:15 10:50 13:30 16:00 17:05 19:25 大原［南相馬市］ 7:14 10:24 12:44 14:14 16:14 18:09

飯舘境木 7:16 10:51 13:31 16:01 17:06 19:26 杉内 7:15 10:25 12:45 14:15 16:15 18:10

臼石 7:18 10:53 13:33 16:03 17:08 19:28 下社地神 7:16 10:26 12:46 14:16 16:16 18:11

樅の木 7:19 10:54 13:34 16:04 17:09 19:29 社地神 7:17 10:27 12:47 14:17 16:17 18:12

いこいの家 7:20 10:55 13:35 16:05 17:10 19:30 バラ坂 7:18 10:28 12:48 14:18 16:18 18:13

市の沢［飯舘村］ 7:21 10:56 13:36 16:06 17:11 19:31 大芦 7:19 10:29 12:49 14:19 16:19 18:14

深谷［飯舘村］ 7:22 10:57 13:37 16:07 17:12 19:32 坂下［南相馬市］ 7:20 10:30 12:50 14:20 16:20 18:15

いいたて村までい館 7:23 10:58 13:38 16:08 17:13 19:33 糠塚 7:28 10:38 12:58 14:28 16:28 18:23

飯舘農協前 7:24 10:59 13:39 16:09 17:14 19:34 芦原 7:30 10:40 13:00 14:30 16:30 18:25

飯舘ふれ愛館前 7:25 11:00 13:40 16:10 17:15 19:35 赤坂［飯舘村］ 7:31 10:41 13:01 14:31 16:31 18:26

目玉打 7:26 11:01 13:41 16:11 17:16 19:36 草野本町 7:33 10:43 13:03 14:33 16:33 18:28

草野本町 7:27 11:02 13:42 16:12 17:17 19:37 目玉打 7:34 10:44 13:04 14:34 16:34 18:29

赤坂［飯舘村］ 7:28 11:03 13:43 16:13 17:18 19:38 飯舘ふれ愛館前 7:35 10:45 13:05 14:35 16:35 18:30

芦原 7:30 11:05 13:45 16:15 17:20 19:40 飯舘農協前 7:35 10:45 13:05 14:35 16:35 18:30

糠塚 7:32 11:07 13:47 16:17 17:22 19:42 いいたて村までい館 7:38 10:48 13:08 14:38 16:38 18:33

坂下［南相馬市］ 7:39 11:14 13:54 16:24 17:29 19:49 深谷［飯舘村］ 7:39 10:49 13:09 14:39 16:39 18:34

大芦 7:40 11:15 13:55 16:25 17:30 19:50 市の沢［飯舘村］ 7:40 10:50 13:10 14:40 16:40 18:35

バラ坂 7:41 11:16 13:56 16:26 17:31 19:51 いこいの家 7:41 10:51 13:11 14:41 16:41 18:36

社地神 7:42 11:17 13:57 16:27 17:32 19:52 樅の木 7:42 10:52 13:12 14:42 16:42 18:37

下社地神 7:43 11:18 13:58 16:28 17:33 19:53 臼石 7:43 10:53 13:13 14:43 16:43 18:38

杉内 7:45 11:20 14:00 16:30 17:35 19:55 飯舘境木 7:45 10:55 13:15 14:45 16:45 18:40

大原［南相馬市］ 7:46 11:21 14:01 16:31 17:36 19:56 二枚橋局前 7:46 10:56 13:16 14:46 16:46 18:41

大原公会堂 7:46 11:21 14:01 16:31 17:36 19:56 信田［飯舘村］ 7:47 10:57 13:17 14:47 16:47 18:42

西下田 7:47 11:22 14:02 16:32 17:37 19:57 水境 7:49 10:59 13:19 14:49 16:49 18:44

かやの木 7:48 11:23 14:03 16:33 17:38 19:58 萩平［川俣町］ 7:52 11:02 13:22 14:52 16:52 18:47

信田沢 7:49 11:24 14:04 16:34 17:39 19:59 飯坂学校前 7:53 11:03 13:23 14:53 16:53 18:48

新田原 7:50 11:25 14:05 16:35 17:40 20:00 川俣高校前 7:54 11:04 13:24 14:54 16:54 18:49

北長野 7:51 11:26 14:06 16:36 17:41 20:01 川俣営業所 7:56 11:06 13:26 14:56 16:56 18:51

長野 7:52 11:27 14:07 16:37 17:42 20:02 川俣南小学校 7:58 11:08 13:28 14:58 16:58 18:53

南原［南相馬市］ 7:53 11:28 14:08 16:38 17:43 20:03 川俣町済生会病院入口 7:59 11:09 13:29 14:59 16:59 18:54

南相馬市役所 7:56 11:31 14:11 16:41 17:46 20:06 絹の里シルクピア前 8:01 11:11 13:31 15:01 17:01 18:56

四ツ葉通り 7:57 11:32 14:12 16:42 17:47 20:07 鶴沢宮前 8:02 11:12 13:32 15:02 17:02 18:57

栄町［南相馬市］ 7:58 11:33 14:13 16:43 17:48 20:08 飯野町 8:09 11:19 13:39 15:09 17:09 19:04

栄町二丁目 7:59 11:34 14:14 16:44 17:49 20:09 医大病院［福島市］ 8:25 11:35 13:55 15:25 17:25 19:20

旭公園前 8:00 11:35 14:15 16:45 17:50 20:10 大原綜合病院 8:47 11:57 14:17 15:47 17:47 19:42

旭町一丁目［南相馬市］ 8:00 11:35 14:15 16:45 17:50 20:10 福島駅東口 8:52 12:02 14:22 15:52 17:52 19:47

原ノ町駅前 8:07 11:42 14:22 16:52 17:57 20:17
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事業１－７ 富岡～浪江ＦＨ２Ｒ系統 

 

 関連主体 

新常磐交通株式会社、国、県、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町 

 

 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 新常磐交通株式会社 

運行事業者 平日運行 

使用車両 大型バス（定員６７名） 

起点 富岡駅前 

主な経由点 
とみおかアーカイブ・ミュージアム、富岡町役場、大熊町役場 

双葉駅前、浪江町役場前、北産業団地入口、棚塩産業団地入口 

終点 ＦＨ２Ｒ 

停留所数 ２０箇所 

運行距離 往路（北行き）３４．５ｋｍ、復路（南行き）３５．４ｋｍ 

所要時間 富岡駅前～ＦＨ２Ｒ １時間４分 

運行回数 平日４往復 

運賃 

＜対キロ区間制運賃＞ 

富岡駅前～富岡町役場１７０円 

富岡駅前～大熊町役場５５０円 

双葉駅前～北産業団地入口５５０円 

双葉駅前～棚塩産業団地入口５９０円 

浪江駅前～北産業団地入口３１０円 

浪江駅前～棚塩産業団地入口３７０円 
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 運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】国土地理院地図（電子国土Web）を加工して作成 

 

 

  

● 
ＦＨ２Ｒ 

● 
棚塩産業団地 

● 
北産業団地 

● ● 
浪江町役場前 

● 双葉駅前 

● 
大野駅前 

● 大熊町役場 

● 

富岡町役場 

● 
さくらモール ● 富岡駅前 

浪江駅前 

浪江町 

南相馬市 

双葉町 

大熊町 

富岡町 川内村 

楢葉町 

田村市 
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 運行系統図（バス停一覧） 

🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 💻産業団地  

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 富岡駅前 

富岡町 

🚋ＪＲ富岡駅、🏠栄町団地 

02 曲田住宅 🏠曲田住宅 

03 さくらモール・診療所前 👜さくらモールとみおか 

🏥富岡町立とみおか診療所 

🏢廃炉資料館 

04 警察署前 🏢双葉警察署 

05 今村病院  

06 とみおかアーカイブ・ミュージア

ム 

🏢とみおかアーカイブ・ミュージアム 

07 富岡町文化交流センター 🏢富岡町文化交流センター（学びの森） 

🏢富岡町総合スポーツセンター 

08 富岡町役場 🏢富岡町役場 

🏥ふたば医療センター附属病院 

🏢廃炉環境国際共同研究センター 

09 二中前  

10 大熊町役場 

大熊町 

🏢大熊町役場、🏠大川原災害公営住宅 

🏠大川原再生賃貸住宅、💻大熊西工業団地 

11 大野駅前 🚋ＪＲ大野駅、🏢大熊町産業交流施設 

12 双葉駅前 双葉町 🚋ＪＲ双葉駅、🏢双葉町役場、🏠駅西住宅 

13 浪江町役場前 

浪江町 

🏢浪江町役場、👜イオン浪江店 

🏥浪江診療所、🏠幾世橋住宅団地 

🏠幾世橋集合住宅 

🚋ＪＲ浪江駅、🏢福島国際研究教育機構 

14 浪江駅前 🏠御殿南団地 

15 権現堂元町 👜道の駅なみえ 

16 道の駅なみえ 💻浪江町北産業団地 

17 北産業団地入口 💻浪江町棚塩産業団地 

18 棚塩産業団地入口 🏢福島ロボットテストフィールド（浪江滑走路・滑

走路附属格納庫） 

19 浪江滑走路 🏢福島水素エネルギー研究フィールド 

20 ＦＨ２Ｒ  

 

  
とみおかアーカイブ・ミュージアム 

（富岡町） 
【出典】震災伝承ネットワーク協議会事務局 

富岡町役場 

（富岡町） 
【出典】東京電力ホールディングス株式会社 
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富岡町文化交流センター 

（富岡町） 
【出典】富岡町文化交流センター 学びの森 

JR大野駅 

（大熊町） 
 

  
JR双葉駅 

（双葉町） 

双葉町役場 

（双葉町） 

  
大熊町役場本庁舎 

【出典】大熊町 

道の駅なみえ 
【出典】福島県 

  
福島ロボットテストフィールド 

（南相馬市、浪江町） 
【出典】福島県 

福島水素エネルギー研究フィールド 

（浪江町） 
【出典】福島県 
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 現状・課題 

令和３年４月から新常磐株式会社が自主運行を開始した路線であり、令和３年１０月開

催の福島県避難地域広域公共交通計画協議会（県北・相双北部方部会及び双葉南部協

議会）において、旧網形成計画の追加事業として承認。それに伴い、令和５年度事業（令和

４年１０月～令和５年９月）から被災地域を運行する地域間幹線系統（被災地特例）として

支援対象としている。 

運行は平日のみの設定であり、運行本数は富岡駅前～ＦＨ２Ｒ間が４往復、浪江町役場

前～ＦＨ２Ｒ間が８往復となっている。富岡駅前～ＦＨ２Ｒ間は運行時間帯に偏りが見られる。 

運行本数に着目すると、浪江町内のシャトルバスという性格が強い。 

１日当たりの利用者数は、令和３年度は平均１．３人、令和４年度は２．５人にとどまってお

り、沿線には、福島水素エネルギー研究フィールド（ＦＨ２Ｒ）や浪江町の産業団地などの復

興拠点が立地しているが、極めて低調である。 

沿線各自治体では、それぞれが運行する無料の公共交通機関があり、また、当該バス路

線のルートに沿って鉄道（ＪＲ常磐線）も運行している。現状、当該バス路線は、これらの公

共交通機関に比べて、利便性、速達性の面で不利である。 

復興途上にある双葉郡の大部分のエリアでは、新たな定住人口の流入や、そのためのま

ちづくりは長期的な課題であることから、避難指示解除後の移動ニーズの高まりを想定し

た先行投資として、当該バス路線の役割を積極的にアピールしていく必要がある。 

 

 取組の方向性（改善点） 

項目 内容 

① JR 常磐線の役    

  割分担【新規】 

ＪＲ常磐線は日中運行していない時間帯があり、交通空白の時間帯

を埋めるための移動手段として、バスのダイヤの見直しを行う。 

② JR 常磐線との

接続の見直し 

富岡駅、大野駅、双葉駅、浪江駅において、鉄道から円滑な乗り継

ぎができるようダイヤの改善を行う。 

③ ルート区間の分 

岐【新規】 

大熊町の復興進展を見据えながら、移動ニーズにきめ細かに対応

できるよう、大野駅バス停等を折り返しとしたルート区間の分岐を検

討する。 

④  利活用の推進

【継続】 

県、市町村、バス事業者のホームページ、ＳＮＳ等で積極的なＰＲを

行い、通勤、通学、通院、ビジネスでの移動等、県内外に広く利用

を呼び掛ける。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年事業年度 
（令和４年１０月～令和５年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和８年事業年度 
（令和７年１０月～令和８年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

令和９年事業年度 
（令和８年１０月～令和９年９月） 

広域路線の利用状況、沿線の人口動態、令和８年度以降

の国支援措置等を踏まえ、運行継続の可否を検討 

 

 

 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和４年事業年度 

＜現況値＞ 
２．５人 ２．５人 ３．７％ ３．７％ 

令和５年事業年度 ５．０人以上 ５．６人 上昇を目指す ５．１％ 

令和６年事業年度 ７．５人以上 ７．７人 上昇を目指す ５．１％ 

令和７年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  

令和８年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  

令和９年事業年度 １０．０人以上  上昇を目指す  
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 事業経費の負担（令和５～９年事業年度） 

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 令和５～９年事業年度において、運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事

業経費が発生した場合は、原則としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会

通念上相当な額を超える負担が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、

方針を決定するものとする。なお、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 
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 バス運行時刻表（令和５年４月１日現在） 

 
 

 
【土曜・日祝】はダイヤなし 

【出典】新常磐交通バス時刻表（2022年 4月 1日） 

  

【平日】富岡駅⇒大野駅⇒双葉駅⇒浪江（FH2R）・浪江町役場⇒浪江駅⇒FH2R

停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8

富岡駅前 6:55 7:55 - - 14:00 14:50 - -

さくらモール・診療所前 6:56 7:56 - - 14:01 14:51 - -

警察署前 6:57 7:57 - - 14:02 14:52 - -

今村病院 6:58 7:58 - - 14:03 14:53 - -

とみおかアーカイブ・ミュージアム 6:59 7:59 - - 14:04 14:54 - -

富岡町文化交流センター 6:59 7:59 - - 14:04 14:54 - -

富岡町役場 7:00 8:00 - - 14:05 14:55 - -

二中前 7:04 8:04 - - 14:09 14:59 - -

前大熊町役場 7:14 8:14 - - 14:19 15:09 - -

大野駅前 7:25 8:25 - - 14:30 15:20 - -

双葉駅前 7:34 8:34 - - 14:39 15:29 - -

浪江町役場前 7:42 8:42 10:30 11:25 14:47 15:37 17:00 18:00

浪江駅前 7:44 8:44 10:32 11:27 14:49 15:39 17:02 18:02

権現堂元町 7:45 8:45 10:33 11:28 14:50 15:40 17:03 18:03

道の駅なみえ 7:47 8:47 10:35 11:30 14:52 15:42 17:05 18:05

北産業団地入口 7:51 8:51 10:39 11:34 14:56 15:46 17:09 18:09

棚塩産業団地入口 7:54 8:54 10:42 11:37 14:59 15:49 17:12 18:12

浪江滑走路 7:54 8:54 10:42 11:37 14:59 15:49 17:12 18:12

FH2R 7:59 8:59 10:47 11:42 15:04 15:54 17:17 18:17

【平日】浪江（FH2R）⇒双葉駅⇒大野駅⇒富岡駅・ FH2R⇒浪江駅⇒浪江町役場

停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8

FH2R 8:02 9:02 10:50 11:45 15:07 15:57 17:20 18:20

浪江滑走路 8:04 9:04 10:52 11:47 15:09 15:59 17:22 18:22

棚塩産業団地入口 8:04 9:04 10:52 11:47 15:09 15:59 17:22 18:22

北産業団地入口 8:06 9:06 10:54 11:49 15:11 16:01 17:24 18:24

道の駅なみえ 8:13 9:13 11:01 11:56 15:18 16:08 17:31 18:31

権現堂元町 8:15 9:15 11:03 11:58 15:20 16:10 17:33 18:33

浪江駅前 8:18 9:18 11:06 12:01 15:23 16:13 17:36 18:36

浪江町役場前 8:20 9:20 11:08 12:03 15:25 16:15 17:38 18:38

双葉駅前 - - 11:16 12:11 - - 17:46 18:46

大野駅前 - - 11:25 12:20 - - 17:55 18:55

前大熊町役場 - - 11:36 12:31 - - 18:06 19:06

二中前 - - 11:46 12:41 - - 18:16 19:16

富岡町役場 - - 11:50 12:45 - - 18:20 19:20

富岡町文化交流センター - - 11:50 12:45 - - 18:20 19:20

とみおかアーカイブ・ミュージアム - - 11:51 12:46 - - 18:21 19:21

今村病院 - - 11:52 12:47 - - 18:22 19:22

警察署前 - - 11:53 12:48 - - 18:23 19:23

さくらモール・診療所前 - - 11:54 12:49 - - 18:24 19:24

富岡駅前 - - 11:57 12:52 - - 18:27 19:27



122 

事業１－８ 双葉～南相馬系統 

  

● 関連主体 

東北アクセス株式会社、国、県、双葉町、浪江町、南相馬市 

 

● 事業内容 

項目 内容 

運行事業者 東北アクセス株式会社 

運行日 平日及び土曜日運行 

使用車両 小型バス（定員１４名） 

起点 双葉駅前 

主な経由点 
伝承館・産業交流センター前、請戸住宅団地前、幾世橋集合住宅前 

道の駅なみえ、フレスコキクチ東原町店前、南相馬市立総合病院前 

終点 南相馬ジャスモール 

停留所数 ２１箇所 

運行距離 往路（北行き）39.9ｋｍ、復路（南行き）40.1ｋｍ 

所要時間 双葉駅前～南相馬ジャスモール １時間４８分 

運行回数 ３往復 

運賃 

＜対キロ区間制運賃＞ 

双葉駅前～道の駅なみえ ５５０円 

請戸住宅団地前～南相馬市立総合病院前 ９００円 

請戸住宅団地前～南相馬ジャスモール １,１００円 

幾世橋集合住宅前～南相馬市立綜合病院前 ８５０円 

幾世橋集合住宅前～南相馬ジャスモール１,１００円 
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● 運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】国土地理院地図（電子国土Web）を加工して作成 

 

 

  

南相馬市立総合病院前 
● ジャスモール南相馬 ● 

● フレスコキクチ東原町店前 

● 道の駅なみえ 

● 
伝承館・産業交流センター前 ● 

双葉駅前 

南相馬市 

双葉町 

浪江町 
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● 運行系統図（バス停一覧） 
🚋駅 🏠公営住宅 👜商業施設 🏥病院・診療所 🏢公共等施設 💻産業団地  

バス停名称 市町村 主な周辺施設 
01 双葉駅前 

双葉町 
🚋ＪＲ双葉駅、🏠駅西住宅 

02 伝承館・産業交流センター前 🏢伝承館・産業交流センター 

03 請戸住宅団地前 

浪江町 

🏠請戸住宅団地 

04 なみえ創成小中学校前  

05 幾世橋集合住宅前 🏠幾世橋集合住宅 

06 浪江町役場・浪江診療所前  

07 浪江駅前 🚋ＪＲ浪江駅 

08 道の駅なみえ 👜イオン浪江店 

09 フレスコキクチ東原町店前 

南相馬市 

👜フレスコキクチ東原町店 

10 ひぐちクリニック前  

11 三澤内科・整形外科前  

12 南相馬市立総合病院前 🏥南相馬市立総合病院 

13 ヨークベニマル原町店前 

（小野田病院前） 

👜ヨークベニマル原町店 

14 大町病院・こいずみクリニック前  

15 原町一小前  

16 市役所入口  

17 小林眼科前  

18 石原クリニック前  

19 草野歯科・マルイ眼科前 

（南町復興公営住宅前） 

 

20 あぶくま信用金庫出張所前  

21南相馬ジャスモール 👜南相馬ジャスモール  

 

 

● 現状・課題 

東北アクセス株式会社から提案のあった路線であり、主として、双葉町、浪江町在住の

高齢者が南相馬市内の医療機関や商業施設にアクセスするための利用を想定している。 

現状、これらの生活利便施設は双葉町内及び浪江町内では充実しておらず、高齢者な

どの交通弱者が安心して日常生活を送るためには、生活利便施設が集積したエリアへの

広域的な移動手段の確保が必要不可欠である。 

双葉町及び浪江町においては、住民の移動ニーズは復興の進展に伴い変化していくこ

とが予想されることから、道路運送法第２１条に基づく期間限定の実証事業として運行を行

うものとする。 

 

具体的には、福島県避難地域広域公共交通検討協議会（法定協議会）からの要請に基

づき、東北アクセス株式会社では、令和５年１０月から地域間幹線系統（被災地特例）の実

証運行を行うものとする。 

令和６年１０月以降の扱いについては、福島県避難地域広域公共交通検討協議会にお

ける検討・協議結果を踏まえ、利用促進を図りながら実証運行を継続する。ただし、令和６

年 10月から１年限りの実証運行とする。 

なお、双葉駅～伝承館・産業交流センター間は、現行、同社が運行するシャトルバス（１日 

１６～１８往復）があり、本路線の開設に伴い一部統合される予定となっている。 

運行は平日のみの設定であり、医療機関の診察時間等を踏まえ、北行き（双葉町・浪江
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町→南相馬市内）は午前３便、南行き（南相馬市内→浪江町・双葉町）は午後３便の設定と

なる。 

また、本路線は双葉町、浪江町の帰還住民への支援を主目的とした事業であり、既存の

公共交通機関との役割分担の観点から、南相馬市及び浪江町内のバス停はクローズドド

アの扱いとする。 

 

 

● 事業スケジュール 

年度 内容 

令和６年事業年度 
（令和５年１０月～令和６年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

令和７年事業年度 
（令和６年１０月～令和７年９月） 

地域間幹線系統（被災地特例）として広域路線バスを運行 

 

 

● 目標値及び実績値 

年度 

１日当たりの利用者数 事業収支 

目標値 実績値 目標値 実績値 

令和６年事業年度 ８．０人以上 ２．９人 上昇を目指す １．１％ 

令和７年事業年度 ８．０人以上  上昇を目指す  

 

 

● 事業経費の負担（令和６、７年事業年度） 

国 収支差等の１／２ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（被災地特例） 

福島県 収支差等の１／２ 被災地域地域間幹線系統確保維持費補助金 

 

※ 事業者からの申請に基づき、予算の範囲内で負担するものとする。 

※ 運行実績の低下により国及び福島県負担を上回る事業経費が発生した場合は、原則

としてバス事業者にて負担するものとする。ただし、社会通念上相当な額を超える負担

が発生した場合は、県主体での関係者間の協議を行い、方針を決定するものとする。な

お、関係者間で別の定めがある場合は、この限りでない。 
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● バス運行時刻表（令和６年１０月１日現在） 

 
 

 

  

　【平日及び土曜】双葉⇒南相馬 【平日及び土曜】南相馬⇒双葉

停留所名 1 2 3 停留所名 1 2 3

双葉駅前 7:35 11:20 13:18 南相馬ジャスモール 11:08 13:58 15:28

伝承館・産業交流センター前 7:41 11:26 13:24 あぶくま信用金庫出張所前 11:13 14:03 15:33

請戸住宅団地前 7:48 11:33 13:31
草野歯科・マルイ眼科前
（南町復興公営住宅前）

11:15 14:05 15:35

なみえ創成小中学校前 7:53 11:38 13:36 石原クリニック前 11:18 14:08 15:38

幾世橋集合住宅前 7:54 11:39 13:37 小林眼科前 11:23 14:13 15:43

浪江町役場・浪江診療所前 7:58 11:43 13:41 市役所入口 11:25 14:15 15:45

浪江駅前 8:09 11:54 13:52 原町一小前 11:27 14:17 15:47

道の駅なみえ 8:13 11:58 13:56 大町病院・こいずみクリニック前 11:30 14:20 15:50

フレスコキクチ東原町店前 8:35 12:20 14:18
ヨークベニマル原町店前

（小野田病院前）
11:32 14:22 15:52

ひぐちクリニック前 8:38 12:23 14:21 南相馬市立総合病院前 11:39 14:29 15:59

三澤内科・整形外科前 8:42 12:27 14:25 三澤内科・整形外科前 11:43 14:33 16:03

南相馬市立総合病院前 8:46 12:31 14:29 ひぐちクリニック前 11:46 14:36 16:06

ヨークベニマル原町店前
（小野田病院前）

8:55 12:40 14:38 フレスコキクチ東原町店前 11:50 14:40 16:10

大町病院・こいずみクリニック前 8:57 12:42 14:40 道の駅なみえ 12:15 15:05 16:35

原町一小前 8:59 12:44 14:42 浪江駅前 12:27 15:17 16:47

市役所入口 9:02 12:47 14:45 浪江町役場・浪江診療所前 12:31 15:21 16:51

小林眼科前 9:05 12:50 14:48 幾世橋集合住宅前 12:35 15:25 16:55

石原クリニック前 9:10 12:55 14:53 なみえ創成小中学校前 12:37 15:27 16:57

草野歯科・マルイ眼科前
（南町復興公営住宅前）

9:13 12:58 14:56 請戸住宅団地前 12:43 15:33 17:03

あぶくま信用金庫出張所前 9:16 13:01 14:59 伝承館・産業交流センター前 12:50 15:40 17:10

南相馬ジャスモール 9:23 13:08 15:06 双葉駅前 12:56 15:46 17:16
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 ＜参考＞本計画に基づく広域バス路線ネットワーク図 
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施策２ 浜通り地方を運行する地域公共交通のＤＸ推進 

 実施主体 

福島交通株式会社、新常磐交通株式会社、東北アクセス株式会社、国、県、いわき市 

 

 現状・課題 

政府では、令和元年６月「成長戦略フォローアップ」を閣議決定し、令和７年６月末までに

キャッシュレス決済比率を倍増、４割程度を目指すこととしている。 

公共交通機関でのキャッシュレス決済は、アフターコロナを見据えたライフスタイルへの

適合、利便性の向上に伴う利用者層の拡大、決済のスピード向上による定時運行の確保

などのメリットがある。 

また、利用データを分析・活用し、地域公共交通体系の持続的な改善につなげる、いわ

ゆる地域公共交通のＤＸに貢献するものである。 

避難地域１２市町村を含む浜通り地方の公共交通では、ＪＲ常磐線については、一部の

駅を除いてＳｕｉｃａ利用可能エリアとなっており、また、福島交通のバス路線では、すでにＩ

Ｃカード（ＮＯＲＵＣＡ）でのキャッシュレス決済が可能となっている。 

しかしながら、福島交通のＩＣカード（ＮＯＲＵＣＡ）は、導入からすでに１０年以上経過して

いるが、全国的に普及している決済手段との相互利用ができない片利用のシステムであり、

機能拡張が困難である。 

新常磐交通のバス路線では、プリペイド式の磁気カードが導入されているものの、現金

決済が主流となっている。 

東日本大震災・原発事故の甚大な被害を受け、いまだ復興途上にある浜通り地方にお

いて、産業の集積、移住・定住の促進、交流・関係人口の拡大のための社会基盤として、持

続可能な公共交通ネットワークの構築は重要であり、キャッシュレス決済システムの導入は、

そのメリットを踏まえ、中核的な事業に位置付けられるものである。 

導入に当たっては、ライトユーザーから日常的な利用者まで幅広く取り込むため、累計で

２億枚以上発されている交通系ＩＣカード（全国相互利用サービス）や、それぞれ数千万人

規模の登録者数となっているスマートフォンアプリ（ＰａｙＰａｙ、楽天ペイ、ｄ払い等）など、全

国的に広く普及した決済サービスを活用することが望ましい。 
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 事業内容 

（１）バス路線へのキャッシュレス決済システムの導入 

福島交通株式会社、新常磐交通株式会社が浜通り地方で運行するバス路線（高速バス

を除く）において、新たにキャッシュレス決済システムを導入し、又は現行のキャッシュレス

決済システムの改善を図る。 

福島交通株式会社のバス路線では、現行のＮＯＲＵＣＡ（ノルカ）カード決済のシステム

更新を行い、ＱＲコード決済及び非接触クレジットカード決済に対応できるようにする。 

新常磐交通株式会社のバス路線では、ＪＲ東日本地域連携ＩＣカードを導入する。 

東北アクセス株式会社のバス路線では、Suica や nanaco 等の電子マネー、QR コー

ド決済及び非接触クレジットカード決済に対応できるようにする。 

 

（２）キャッシュレス決済システムの利用実績に基づく公共交通体系の改善 

県及び福島県避難地域広域公共交通検討協議会は、（１）に基づく利用データについ

て、データマイニング等の手法により分析を行い、本計画に基づいて運行する広域路線

バスの改善案を策定する。 

バス事業者は、改善案に基づきダイヤ等の見直しを行うものとする。 

 

（３）バスロケーションシステムの導入 

新常磐交通株式会社のバス路線では、新たにＧＴＦＳと連携するバスロケーションシス

テムを導入し、スマートフォン等での路線やダイヤ検索、運行状況を可視化し、利便性の

向上を図る。 
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 事業スケジュール 

年度 内容 

令和５年度 

福島交通株式会社、新常磐交通株式会社において、キャッシュレス

決済システムの導入又は更新を行う。また、新常磐交通株式会社で

は、バスロケーションシステムの導入を行う。 

令和６年度 

福島交通株式会社において、新ＮＯＲＵＣＡシステムの運用を開始す

る。 

新常磐交通株式会社において、地域連携ＩＣカード及びバスロケーショ

ンシステムの運用を開始する。 

令和７年度 

県及び福島県避難地域広域公共交通検討協議会においてデータ分

析、広域路線バスの改善案を策定する。 

バス事業者では、改善案に基づきダイヤ等の見直しを行う。 

令和８年度 

県及び福島県避難地域広域公共交通検討協議会においてデータ分

析、広域路線バスの改善案を策定 

バス事業者では、改善案に基づきダイヤ等の見直しを行う。 

令和９年度 

県及び福島県避難地域広域公共交通検討協議会においてデータ分

析、広域路線バスの改善案を策定 

バス事業者では、改善案に基づきダイヤ等の見直しを行う。 

 

 目標値 

年度 
キャッシュレス決済可能な路線バス（浜通り地方） 

におけるキャッシュレス決済利用率 

令和５年度 ― 

令和６年度 ７０．０％以上 

令和７年度 ８０．０％以上 

令和８年度 ８５．０％以上 

令和９年度 ９０．０％以上 

 

※ 「Ｓｕｉｃａ」は、ＪＲ東日本（株）の登録商標である。 

  「ＱＲコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標である。 

  「ＰａｙＰａｙ」は、Ｚホールディングス株式会社の登録商標である。 

  「楽天ペイ」は、楽天株式会社の登録商標である。 

  「ｄ払い」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標である。 
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キャッシュレス決済システム 

 

「キャッシュレス決済システム」とは 
  交通系ＩＣカード、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ＱＲコード等による現金以外の

電子的な運賃の決済サービスであって、繰り返し利用できるものをいう。現金によらないタッチによ

り決済することが可能であり、その便利さから全国的に拡がっている状況にある。 

 

キャッシュレス決済導入のメリット 
【利用者へのメリット】  

●地域の利用者の利便性向上 

→切符購入が不要となり公共交通利用のバリア軽減 

→乗継・高齢者割引等の多様なサービスを 1枚で利用可 

→乗降時間の短縮による定時性の確保  

→非接触式カードによるポストコロナへの対応 

●地域外利用者の利便性向上 

→訪日外国人を始めとする旅行者や国内観光者の 

移動の円滑化 

 

【事業者へのメリット】 

●交通事業者の経営革新 

→正確な旅客データの入手及び分析に基づく、 

効果的･効率的な輸送の実現 

 

【地域へのメリット】 

●地域のサービス向上・活性化 

→自治体・関係施設との連携による 

サービス向上と地域経済の活性化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図バスICカードの普及率とバス停車時間の関係

●バスICカードの普及率が90％では、導入前に比べ停車時間が30％短縮する

出典：矢部努、中村文彦：バスICカードの導入による効果計測に
関する研究、土木計画学研究・講演集、vol.38、2008

●バス ICカードの普及率が 90％では、 

導入前に比べ停車時間が 30％短縮する 

【出典】福島交通株式会社 
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地域連携 ICカード 

 

地域連携 ICカードとは 
  地域のバス事業者が運行するバスの定期券や各種割引な

どの地域独自サービスの機能に加えて、Suica エリア及び

Suica と相互利用を行っているエリアで利用可能な乗車券や

電子マネーなどのSuicaサービスが１枚で利用可能な 2in1カ

ードである 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携 ICカードのサービス開始エリア 
  ２０２２年までに開始した地域連携ＩＣカード 

 
※「Ｓｕｉｃａ」は、ＪＲ東日本（株）の登録商標である。 

【出典】東日本旅客鉄道株式会社  
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施策３ 地域公共交通の維持・確保 

 実施主体 

福島県避難地域広域公共交通検討協議会 

 

 事業内容 

福島県避難地域広域公共交通検討協議会の構成員は、互いの立場を尊重しながら、避

難地域１２市町村における地域公共交通の将来への維持・確保に向けて連携して以下に取

り組む。 

 

（１）域内公共交通の維持・確保 

地域の実情に即した生活交通の確保に取り組む。また、ＭａａＳやＡＩ等の新技術を活

用した新たな移動手段の実証運行に取り組むとともに、成功事例の水平展開を図る。 

 

（２）広域公共交通と域内公共交通の乗り継ぎ環境の改善 

ダイヤの見直し等による、鉄道、広域路線バスなどの広域公共交通と、市町村内を運

行する域内公共交通の乗り継ぎ環境の向上に継続的に取り組む。 

 

（３）地域住民に公共交通の利用促進を働き掛けるためのイベントの企画、インセンティ

ブの検討・充実 

   自動車での移動から環境に優しい移動手段である公共交通への転換を図るため、イ 

ベントの企画、インセンティブの検討及び展開により、地域住民に公共交通の利用を促す。 

 

（４）避難地域１２市町村を運行する公共交通ネットワークの周知 

本計画に基づく広域路線バスを始め、鉄道や域内公共交通の乗降場所、運賃、運行

ダイヤ等を分かりやすく周知するため、ホームページ、スマートフォンサイト等を活用した

情報提供の仕組みを検討する。 

 

（５）路線バスやタクシーの人材確保 

   路線バスやタクシーなどの地域公共交通を支える人材の確保・育成に取り組む。 
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第６章 計画の推進体制  

 

６－１ 推進体制 

本計画の推進及び進捗管理は、福島県避難地域広域公共交通検討協議会が行う。 

 

 実施体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福島県避難地域広域公共交通検討協議会 
（令和４年度第 2回協議会 （12月２７日開催）より） 
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６－２ 関係する主体と役割 

計画の推進に当たっては、交通政策基本法（平成２５年法律第９２号）第６条（連携等によ

る施策の推進）の規定に基づき、各主体が連携し、一体となって、計画目標の達成に向けて

取り組む必要がある。 

 

交通政策基本法 

（連携等による施策の推進） 

第６条 交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、

当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団

体、運輸事業その他交通に関する事業を行う者（以下「交通関連事業者」という。）、交通

施設の管理を行う者（以下「交通施設管理者」という。）、住民その他の関係者が連携し、

及び協働しつつ、行われなければならない。 

 計画の推進のための主体と役割 

 

 
 

  

 

住民 

交通関連事業者 

交通施設管理者 

福島県及び 

避難地域１２市町村 

国土交通省東北運輸局 

指導・助言 

情報提供 

・協力依頼 

「被災地域生活交通確保

維持計画」に基づく支援 

計画事業の実施 

施策の協力 

事業計画変更の報告 
実施施策の 

協力 
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 国土交通省東北運輸局 

 計画の推進について、指導・助言を行う。 

 

（国の責務） 

第８条 国は、第２条から第６条までに定める交通に関する施策についての基本理念（以下

単に「基本理念」という。）にのっとり、交通に関する施策を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。 

２ 国は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民等の理解を深め、か

つ、その協力を得るよう努めなければならない。 

 

 福島県及び避難地域１２市町村 

計画の推進に当たり、情報の提供その他の活動を通じて、住民その他の者の理解を深

め、かつ、その協力を得るよう努める。 

なお、県は、交通事業者が本計画に定めるとおり事業を行う場合は、交通事業者に対し、

毎年度、県（福島県生活交通対策協議会）が国土交通省に提出する「被災地域生活交通

確保維持計画」に基づく支援を行うものとする。 

 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民その他の

者の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 
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 交通関連事業者及び交通施設管理者 

計画に定める事業を適切に行うよう努めるとともに、地方自治体が実施する本計画に基

づく施策に協力するよう努める。 

なお、交通関連事業者は、本計画に定める事業実施に当たり、運行本数、運行時間帯等

の変更を行う場合は、事前に県及び福島県避難地域広域公共交通検討協議会に対し報告

を行うものとする。 

 

（交通関連事業者及び交通施設管理者の責務） 

第１０条 交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念の実現に重要な役割を有し

ていることに鑑み、その業務を適切に行うよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施

する交通に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念にのっと

り、その業務を行うに当たっては、当該業務に係る正確かつ適切な情報の提供に努めるも

のとする。 

 

 

 住民 

計画の基本理念についての理解を深め、地方自治体が実施する施策に協力するよう努

める。 

 

（国民等の役割） 

第１１条 国民等は、基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むことが

できる活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通

に関する施策に協力するよう努めることによって、基本理念の実現に積極的な役割を果た

すものとする。 
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６－３ 計画の評価方法 

本計画は、第４章で設定した目標及びその達成状況を見ながら、進捗状況を管理するも

のとする。 

福島県避難地域広域公共交通検討協議会において、毎年度の達成状況を評価し、評価

結果は公表する。 

目標値未達成の場合は、その原因を分析し、適宜事業内容の見直しを行う。 

 

計画２年目時点で「被災地特例」終了後の制度要件を見据え、中間評価及び目標の見

直し、必要に応じ計画の一部改定を行う。 

計画４年目時点には最終評価を行い、次期計画策定に向けた検討を行う。 

 

＜計画推進のＰＤＣＡ＞ 

 令和５年度 
R5.4  R5.10 

令和６年度 
R6.4  R6.10 

令和７年度 
R7.4  R7.10 

令和８年度 
R8.4  R8.10 

令和９年度 
R9.4  R9.10 

事業の実施 

中間評価 

最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本計画に基づく広域路線バスの運行＞ 

 令和５年度 
R5.4  R5.10 

令和６年度 
R6.4  R6.10 

令和７年度 
R7.4  R7.10 

令和８年度 
R8.4  R8.10 

令和９年度 
R9.4  R9.10 

５年事業年度 

 

６年事業年度 

 

７年事業年度 

 

８年事業年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和８年事業年度以降（令和７年１０月～）の広域路線バスの運行については、令和６

年度中に、「被災地特例」終了後の制度要件を踏まえ検討を行う。 
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福島県避難地域広域公共交通検討協議会規約 

 

（目的） 

第１条 福島県避難地域広域公共交通検討協議会（以下「協議会」という。）は、避難地域

12 市町村において住民が日常生活を送るために必要な地域公共交通ネットワークを構

築するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法第 59 号。以

下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（令和２年 11月の改正

法施行前に策定された地域公共交通網形成計画を含む。以下「計画」という。）を策定す

る。 

 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を次のところに置く。 

福島県生活環境部生活交通課内 

 

（事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）計画の策定及び変更に関すること。 

（２）計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（３）地域の実情を踏まえた先行的・部分的な運行に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 会長は福島県生活環境部長とし、副会長は会長の任命による。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が

欠けたときは、会長の職務を代理する。この場合、副会長が複数いるときは、会長があら

かじめ指名した順序で、その職務を代理する。 

 

（協議会の委員） 

第６条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議の議決方法は原則として全会一致とするが、成立しない場合は出席者の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事

運営に支障が生じる協議については、非公開で行うものとする。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は

会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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（協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重

しなければならない。 

 

（幹事会） 

第９条 協議会に提案する事項について、具体的な協議又は調整をするため、協議会に幹

事会を設置する。幹事会には座長、副座長を設置する。 

 

（方部会） 

第１０条 協議会に提案する事項について、部分的に協議又は調整をするため、必要に応じ

て幹事会の下に方部会を設置する。 

 

（分科会） 

第１１条 第３条各号に掲げる業務について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ幹

事会の下に分科会を設置することができる。 

 

（事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、福島県生活環境部生活交通課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局は、協議会の庶務を行う。 

 

（委任） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２８年５月２４日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年９月５日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和４年７月２１日から施行する。 
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別表 

・福島県 生活環境部長 

・福島県 生活環境部政策監 

・計画を作成しようとする地方公共団体の副市町村長（田村市、南相馬市、川俣町、広野

町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村） 

・東日本旅客鉄道株式会社 東北本部福島支店長 

・東日本旅客鉄道株式会社 水戸支社総務部企画室長 

・新常磐交通株式会社 代表取締役社長 

・福島交通株式会社 代表取締役社長 

・東北アクセス株式会社 代表取締役社長 

・ジェイアールバス東北株式会社 福島支店長 

・公益社団法人福島県バス協会長 

・一般社団法人福島県タクシー協会長 

・国土交通省東北地方整備局 磐城国道事務所長 

・福島県 土木部道路計画課長 

・福島県警察 交通企画課長 

・国立大学法人福島大学 経済経営学類准教授（地域経済論） 

・独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業高等専門学校 教授（都市経済学） 

・福島県ＰＴＡ連合会会長 

・福島県社会福祉協議会会長 

・福島県老人クラブ連合会会長 

・日本労働組合総連合会福島県連合会会長 

・国土交通省東北運輸局 福島運輸支局長 

・復興庁福島復興局次長 

・東日本高速道路株式会社東北支社 いわき管理事務所長 

・福島市 都市政策部交通政策課長 

・郡山市 建設交通部総合交通政策課長 

・いわき市 都市建設部都市計画課総合交通対策担当課長 

・相馬市 企画政策課長 

・双葉地方町村会事務局長 

・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島オフィス交流促進部長 

・福島県 企画調整部企画調整課長 

・福島県 企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課長 

・福島県 避難地域復興局避難地域復興課長 

・福島県 商工労働部商工総務課長 

・福島県 保健福祉部保健福祉総務課長 

・福島県 観光交流局観光交流課長 

・福島県 土木部土木企画課長 

・福島県 教育庁教育総務課長 

・福島県 病院局病院経営課長 

・福島県 相双地方振興局長 

・その他会長が必要と認める者 
 


